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一　

は
じ
め
に

　

近
時
、
憲
法
改
正
の
議
論
が
具
体
化
し
て
い
く
中
で
、
国
家
目
標
規
定
と
い
う
規
定
形
式
が

―
特
に
環
境
保
護
条
項
の
選
択
肢
と
し

て

―
注
目
を
集
め
て
い（
1
）る。

そ
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ド
イ
ツ
基
本
法
二
〇
ａ
条
で
あ
る
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は

そ
の
制
定
過
程
を
含
め
日
本
に
お
い
て
も
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
国
家
目
標
規
定
に
つ
い
て
も
幾
つ
か
の
先
行
業
績
が
存
在

す（
2
）る。

し
か
し
、
国
家
目
標
規
定
を
導
入
し
た
場
合
の
効
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
母
国
た
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
一
致
し
た
見
解
が
あ
る

と
は
言
い
難（
3
）い。
国
家
目
標
規
定
の
導
入
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
。
国
家
目
標
規
定
と
い
う
規
定
形
式
の
採
用
を
真
剣
に
検

討
し
て
い
る
現
在
の
政
治
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
日
本
国
憲
法
学
も
こ
れ
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

国
家
目
標
規
定
（Staatszielbestim

m
ung
）
と
は
、「
市
民
に
主
観
的
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
な
く
、
国
家
権
力
を
一
定
の
目
標
の
追
求

へ
と
法
的
拘
束
力
を
以
っ
て
義
務
づ
け
る
憲
法
規
範
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
で
あ（
4
）り、
現
行
ド
イ
ツ
基
本
法
で
は
、
社
会
国
家
原
理
（
基
本
法

二
〇
条
一
項
お
よ
び
二
八
条
一
項
一
文
）、
男
女
同
権
の
事
実
上
の
貫
徹
（
基
本
法
三
条
二
項
二
文
）、
環
境
保
護
（
基
本
法
二
〇
ａ
条
）、
動
物
保

護
（
基
本
法
二
〇
ａ
条
）、
Ｅ
Ｕ
の
発
展
（
基
本
法
二
三
条
一
項
一
文
）、
経
済
全
体
の
均
衡
（
基
本
法
一
〇
九
条
二
項
）
が
あ
る
。
憲
法
上
の
国

家
目
標
（Staatsziel

）
に
は
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
平
和
の
保
持
（
基
本
法
前
文
、
二
六
条
一
項
お
よ
び
九
条
二
項
）
や
各
基
本
権
の
保
護
お

よ
び
促
進
が
挙
げ
ら
れ（
5
）る。
国
家
目
標
は
、
国
家
目
標
規
定
か
ら
の
み
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
前
文
や
基
本
権
を
端
緒
と
し
て
導
出

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
点
で
、
国
家
目
標
「
規
定
」
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
国
家
目
標
は
、
国
家
学
上
の
国
家
目（
6
）標と

の
区
別
に
お

い
て
、
一
般
的
に
は
憲
法
上
の
国
家
目
標

―
あ
え
て
こ
れ
を
憲
法
目
標
と
い
う
場
合
も
あ
る

―
を
指
す
。

　

さ
て
、
右
の
列
挙
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
国
家
目
標
規
定
に
は
多
種
多
様
な
内
実
を
有
す
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
憲
法
上
の

位
置
づ
け
も
様
々
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
統
一
的
・
画
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
目
標
規
定
は
、
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多
く
の
観
点
か
ら
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
あ
る
国
家
目
標
規
定
が
い
わ
ゆ
る
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」
に
属
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
単
に
「
形
式
的
意
味
の
憲
法
」
に
属
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
国
家
目
標
規
定
を
区
別
し
、
国
家
目
標
規
定

が
基
本
権
の
憲
法
内
在
的
制
約
と
し
て
は
た
ら
く
場
合
に
、
そ
の
区
別
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
を
検
討
す
る
。

　

な
お
、
あ
る
国
家
目
標
規
定
が
実
質
的
意
味
の
憲
法
、
す
な
わ
ち
「
国
家
の
根
本
秩
序
に
つ
い
て
の
規（
7
）律」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を

区
別
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
国
家
目
標
に
関
す
る
国
家
学
上
の
議
論
が
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
。
本
稿
の
考
察
に
お
い
て
重
要
な

法
素
材
と
な
る
の
は
、
二
〇
〇
二
年
の
ド
イ
ツ
基
本
法
改
正
で
国
家
目
標
に
格
上
げ
さ
れ
た
「
動
物
保
護
」
で
あ
る
。
ス
イ
ス
憲
法
旧
二

五
条
の
二
に
あ
っ
た
、
放
血
前
に
麻
酔
な
く
屠
殺
す
る
こ
と
の
例
外
な
き
禁
止
は
、「
例
外
的
に
、
実
質
的
意
味
の
憲
法
と
は
い
え
な
い

…
…
世
界
的
に
有
名
な
例
」
で
あ
っ（
8
）た。
で
は
、
規
定
の
具
体
度
に
違
い
は
あ
れ
同
様
の
方
向
性
を
有
す
る
、
基
本
法
二
〇
ａ
条
「
動
物

保
護
」
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
、
何
を
意
図
し
て
新
た
に
規
定
さ
れ
た
の
か
、
ど
の
程
度
機
能
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
を
検
討
し
、

社
会
国
家
原
理
や
環
境
保
護
と
い
っ
た

―
実
質
的
意
味
の
憲
法
に
属
す
る

―
他
の
国
家
目
標
規
定
と
の
比
較
に
晒
す
こ
と
で
、「
動

物
保
護
」
が
そ
れ
ら
と
は
憲
法
上
異
な
っ
た
位
置
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

二　

国
家
目
標
規
定

㈠　

基
本
的
機
能

　

マ
ウ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
国
家
目
標
規
定
は
、
ド
イ
ツ
の
諸
州
憲
法
の
国
家
目
標
規
定
も
含
め
、
そ
の
機
能
と
い
う
観
点
か
ら
、
次
の
三

つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①
政
治
的
目
標
を
憲
法
上
拘
束
力
を
以
っ
て
規
定
す
る
も
の
（
例
え
ば
、
Ｅ
Ｕ
の
発
展
や
平

和
の
保
持
）、
②
個
人
を
指
向
す
る
目
標
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
主
観
的
権
利
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
な
く
、
社
会
国
家
的
促
進
を
取
り
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上
げ
て
規
定
す
る
も
の
（
例
え
ば
、
労
働
場
所
や
適
切
な
住
居
へ
の
配
慮
に
取
り
組
む
国
家
機
関
の
義
務
）、
③
主
に
法
律
の
留
保
な
し
に
保
障
さ

れ
た
基
本
権
の
制
約
に
役
立
つ
も
の
（
例
え
ば
、
動
物
保
護
）
で
あ（
9
）る。

そ
し
て
各
機
能
は
部
分
的
に
は
重
複
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で

は
、
③
の
機
能
に
着
目
し
た
い
。

㈡　

基
本
権
制
約
機
能

　

憲
法
規
定
は
必
ず
し
も
そ
れ
だ
け
で
解
釈
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
の
規
定
と
の
関
係
が
重
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
国
家
目
標

規
定
を
考
え
る
際
に
は
そ
れ
が
と
り
わ
け
重
要
と
な
）
10
（

る
。
以
下
で
は
本
稿
の
テ
ー
マ
に
即
し
て
、
国
家
目
標
規
定
と
基
本
権
と
の
関
係

―
特
に
基
本
権
制
約
機
能
を
重
点
的
に

―
を
論
じ
る
。

　

国
家
目
標
規
定
は
、
一
方
で
は
基
本
権
を
強
化
す
る
よ
う
に
（grundrechtsverstärkend

）、
他
方
で
は
基
本
権
を
制
約
す
る
よ
う
に

（grundrechtseinschränkend

）
作
用
す
る
こ
と
が
あ
）
11
（
る
。
本
稿
で
は
後
者
が
重
要
で
あ
る
。
国
家
目
標
規
定
は
、
基
本
権
の
保
護
領
域
を

限
定
す
る
も
の

―
憲
法
直
接
的
制
約

―
と
し
て
で
あ
れ
、
基
本
権
を
法
律
を
通
じ
て
ま
た
は
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
制
約
す
る
も

の

―
憲
法
間
接
的
制
約

―
と
し
て
で
あ
れ
、
基
本
権
を
制
約
す
る
憲
法
内
在
的
原
理
と
な
）
12
（

る
。

　

第
一
に
、
例
え
ば
基
本
法
二
〇
ａ
条
の
環
境
保
護
に
よ
り
、「
基
本
権
の
環
境
拘
束
（U

m
w
eltpflichtigkeit der G

rundrecht

）」
を
語
り

う
る
よ
う
に
な
）
13
（

る
。
具
体
的
に
は
、
環
境
保
護
の
要
請
が
、
所
有
権
の
内
容
規
定
の
際
の
考
慮
要
素
と
さ
れ
、
所
有
権
（
基
本
法
一
四

条
）
と
環
境
保
護
（
基
本
法
二
〇
ａ
条
）
と
の
間
に
憲
法
内
部
で
の
新
た
な
緊
張
関
係
が
生
じ
る
と
さ
れ
た
）
14
（
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
防
御
権

の
保
護
領
域
を
限
定
す
る
要
素
と
も
な
り
う
る
。

　

第
二
に
、「
基
本
法
二
〇
ａ
条
の
本
質
的
効
用
の
一
つ
は
、
形
式
的
に
は
制
約
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
基
本
権
〔
＝
留
保
な
き
基
本

権
〕
の
内
在
的
制
約
が
環
境
・
動
物
保
護
に
基
づ
い
て
可
能
と
な
る
こ
と
に
あ
）
15
（

る
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
家
目
標
規
定
は
法
律
の
留
保

な
し
に
保
障
さ
れ
た
基
本
権
を
制
約
す
る
た
め
の
憲
法
内
在
的
原
理
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
）
16
（

る
。
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基
本
法
に
規
定
さ
れ
た
基
本
権
に
は
、
単
純
な
法
律
の
留
保
を
伴
う
基
本
権
、
特
別
な
法
律
の
留
保
を
伴
う
基
本
権
、
そ
し
て
（
法
律

の
）
留
保
な
き
基
本
権
が
あ
）
17
（

る
。
単
純
な
法
律
の
留
保
は
、
単
に
侵
害
形
式
が
法
律
で
あ
る
こ
と
な
い
し
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る

こ
と
の
み
を
要
求
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
特
別
な
法
律
の
留
保
は
、
侵
害
的
法
律
が
特
定
の
状
況
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
、
特
定
の
目

的
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
特
定
の
手
段
を
利
用
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
つ
ま
り
、
後
者
の
方
が
許
容
さ
れ
る
侵
害
が
限

定
的
と
な
る
。
さ
ら
に
留
保
な
き
基
本
権
は
、
法
律
に
よ
る
侵
害
も
、
法
律
の
根
拠
に
基
づ
く
侵
害
も
全
く
規
定
し
て
い
な
い
（
例
え
ば
、

基
本
法
五
条
三
項
一
文
の
芸
術
の
自
由
お
よ
び
学
問
の
自
由
、
基
本
法
四
条
一
項
お
よ
び
二
項
の
宗
教
の
自
由
が
代
表
的
で
あ
る
）。
と
は
い
え
、
法
律

の
留
保
の
欠
如
は
、
そ
の
基
本
権
が
制
約
に
服
さ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
衝
突
す
る
第
三
者

の
基
本
権
お
よ
び
憲
法
ラ
ン
ク
を
備
え
た
他
の
法
価
値
の
み
が
、
憲
法
の
統
一
性
と
そ
れ
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
価
値
秩
序
全
体
へ
の
考

慮
か
ら
、
制
約
不
可
能
な
基
本
権
を
も
、
個
別
の
状
況
に
お
い
て
は
限
界
づ
け
る
こ
と
が
で
き
）
18
（

る
」
と
述
べ
、
そ
の
後
の
判
決
で
両
者
の

衡
量
は
「
実
践
的
整
合
の
原
則
に
よ
り
」
比
例
原
則
の
援
用
の
下
で
解
決
さ
れ
る
と
し
て
い
）
19
（
る
。
こ
れ
を
全
体
で
、
基
本
権
制
約
シ
ス
テ

ム
と
い
う
。
こ
の
論
点
は
国
家
目
標
「
動
物
保
護
」
の
導
入
と
大
き
な
か
か
わ
り
を
持
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
留
保
な
き
基
本
権
を
制
約
す
る
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
侵
害
正
当
化
と
い
う
手
法
を
採
用
し
て
い
る
。

こ
の
手
法
は
、
留
保
な
き
基
本
権
の
保
護
領
域
を
厳
格
に
画
定
し
た
り
、
事
案
ご
と
に
変
化
さ
せ
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
保
護
領

域
を
広
め
に
と
っ
て
正
当
化
段
階
で
解
決
し
よ
う
と
す
）
20
（
る
。
留
保
な
き
基
本
権
を
制
約
す
る
場
合
に
は
、
正
当
化
の
た
め
に
持
ち
出
さ
れ

る
利
益
が
「
憲
法
ラ
ン
ク
」
を
備
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
法
律
の
留
保
を
伴
う
基
本
権
が
制
約
さ
れ
る
場
合
と
は
異
な
る
特
殊

な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
し
か
し
、
妥
当
な
事
案
の
解
決
と
い
う
要
請
を
念
頭
に
置
い
た
と
き
、
留
保
な
き
基
本
権
の
保
護
領
域
を
広
め
に

設
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
畢
竟
、
そ
の
侵
害
を
正
当
化
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
る
憲
法
ラ
ン
ク
を
備
え
た
利
益
の
拡
大
に
つ
な
が
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
権
限
規
定
や
組
織
規
定
を
援
用
す
る
こ
と
で
留
保
な
き
基
本
権
に
対
す
る
制
約
を
認
め
て
お
り
、
こ
れ
が
批
判
の

対
象
と
も
な
っ
て
い
）
21
（
る
。
と
は
い
え
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
、
単
に
憲
法
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
憲
法
内
在
的
制
約
原
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理
と
し
て
承
認
し
て
き
た
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
ま
さ
に
二
〇
〇
二
年
以
前
の
「
動
物
保
護
」
が
そ
う
で

あ
る
。

　

第
三
に
、「〔
基
本
法
〕
二
〇
ａ
条
が
環
境
保
護
お
よ
び
動
物
保
護
に
憲
法
ラ
ン
ク
を
与
え
た
こ
と
で
、
環
境
保
護
お
よ
び
動
物
保
護
の

た
め
に
基
本
権
を
制
約
す
る
際
の
立
法
者
の
余
地
が
拡
大
し
た
」
と
か
、「〔
基
本
法
〕
二
〇
ａ
条
の
国
家
目
標
規
定
は
、
環
境
保
護
や
動

物
保
護
に
奉
仕
す
る
課
負
荷
的
措
置
が
よ
り
容
易
に
正
当
化
さ
れ
う
る
と
い
う
点
で
、
基
本
権
制
約
的
に
作
用
し
う
）
22
（

る
」
と
さ
れ
る
よ
う

に
、
基
本
権
に
対
す
る
制
約
可
能
領
域
の
拡
大
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
の
は
、
国
家
目
標
規
定
の
導
入
が

形
式
的
憲
法
ラ
ン
ク
の
付
与
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
質
的
憲
法
ラ
ン
ク
の
付
与
を
も
含
意
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
点

は
留
保
が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
は
、
公
共
の
福
祉
の
段
階
理
論
の
観
点
か
ら
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
人
権
の
制
約
原
理
た
る
公
共
の
福
祉
に
は
種
々

の
重
要
度
が
あ
り
、「
①
他
者
の
人
権
に
基
礎
を
持
つ
法
益
、
②
そ
の
他
の
憲
法
条
項
に
基
礎
を
持
つ
法
益
、
③
立
法
者
が
定
立
し
た
法

律
レ
ベ
ル
の
法
益
」
と
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
）
23
（

る
。
そ
の
よ
う
な
区
別
は
、
人
権
、
憲
法
お
よ
び
法
律
上
の
利
益
の
三
者
間
に
実
質
的

な
重
要
度
の
差
異
が
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
人
権
条
項
に
は
そ
れ
に
値
す
る
利
益
が
、
そ
の
他
の
憲
法
条
項
に
は
そ
れ
に
相
応
し
い
利

益
が
、
法
律
規
定
に
は
そ
れ
相
応
の
利
益
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
で
は
、
国
家
目
標
規
定
の
導
入
は
、
必
然
的
に

②
か
ら
③
へ
の
移
行
を
意
味
す
る
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

三　

基
本
権
の
制
約
根
拠
と
し
て
の
国
家
目
標
規
定

　

以
下
で
は
、
国
家
目
標
規
定
の
基
本
権
制
約
機
能
に
着
目
し
、
具
体
的
場
面
の
中
で
国
家
目
標
規
定
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の

か
を
確
認
す
る
。
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㈠　

社
会
国
家
原
理

1
　
法
律
の
留
保
を
伴
う
基
本
権
の
制
約

　

⑴　

契
約
の
自
由
の
制
約

―
価
格
統
制
法
事
件

　

一
九
四
八
年
価
格
統
制
法
に
基
づ
く
罰
金
と
賃
料
引
き
下
げ
決
定
が
合
憲
と
さ
れ
た
決
定
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法

二
条
一
項
か
ら
導
か
れ
る
一
般
的
行
為
自
由
に
含
ま
れ
る
経
済
活
動
の
自
由
と
契
約
の
自
由
を
尺
度
に
、
価
格
統
制
法
二
条
の
審
査
を
次

の
よ
う
に
行
っ
た
。
一
般
的
行
為
自
由
は
、「
憲
法
適
合
的
秩
序
の
枠
内
で
の
み
保
護
さ
れ
る
」
が
、「
価
格
統
制
法
二
条
は
、
価
格
水
準

全
体
の
危
機
や
重
大
な
障
害
を
除
去
し
、
経
済
生
活
の
一
定
領
域
に
お
い
て
公
益
に
資
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
る
措
置
だ
け
を
可
能
と
し

て
」
お
り
、「
そ
の
よ
う
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
価
格
統
制
法
二
条
の
授
権
は
、
基
本
法
の
憲
法
適
合
的
秩
序
と
合
致
す
る
」。
な
ぜ
な
ら
、

「
経
済
全
体
お
よ
び
社
会
的
理
由
か
ら
一
般
利
益
に
資
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
る
価
格
統
制
法
上
の
措
置
を
採
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
法
律

上
の
規
律
は
、
契
約
の
自
由
を
実
体
的
に
規
定
し
て
限
界
づ
け

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
内
容
形
成
を
基
本
的
に
は
立
法
者
に
義
務
づ
け
る
社
会
国
家
原
理

0

0

0

0

0

0

と
一
致
す
）
24
（
る
」
か
ら
で
あ
る
（
傍
点
石
塚
）。

　

本
決
定
で
は
、
社
会
国
家
原
理
は
、
契
約
の
自
由
の
内
容
規
定
の
際
に
そ
れ
を
限
界
づ
け
る
要
素
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

　

⑵　

所
有
権
の
制
約

―
狂
犬
病
事
件

　

狂
犬
病
に
罹
っ
た
動
物
と
接
触
し
た
と
み
な
さ
れ
う
る
犬
の
合
法
的
な
処
分
に
対
す
る
補
償
か
ら
の
法
律
上
の
除
外
が
合
憲
と
さ
れ
た

決
定
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
一
四
条
一
項
の
所
有
権
を
尺
度
と
す
る
審
査
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

「
公
共
の
健
康
に
と
っ
て
重
大
な
危
険
を
も
た
ら
す
所
有
物
は
、
補
償
な
し
に
、
所
有
者
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
（
そ
し
て
処
分
さ
れ
る
）。

そ
れ
は
、
特
別
な
法
律
上
の
規
律
な
し
に
基
本
法
一
四
条
二
項
か
ら
直
接
生
じ
る
、
所
有
物
に
内
在
す
る
社
会
拘
束
で
あ
る
。
当
該
条
項

は
、
基
本
法
体
系
に
お
い
て

―
と
り
わ
け
社
会
国
家
原
理
の
観
点
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

―
、
以
前
に
比
し
て
、
所
有
者
に
よ
り
大
き
な
共
同
体
の
責

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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任
を
課
し

0

0

0

0

、
そ
れ
ゆ
え
、
自
由
な
処
分
権
限
に
対
す
る
よ
り
強
力
な
制
約
を
課
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
）
25
（
る
」（
傍
点
石
塚
）。

　

本
決
定
で
は
、
社
会
国
家
原
理
は
、
基
本
法
一
四
条
二
項
解
釈
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
所
有
権
の
内
容
形
成
に
あ
た
っ
て
、

よ
り
強
力
な
基
本
権
制
約
の
可
能
性
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

2
　
留
保
な
き
基
本
権
の
制
約

　

⑴　

団
結
権
の
制
約

―
賃
金
補
償
条
項
事
件

　

労
働
調
達
措
置
の
際
の
賃
金
補
償
と
賃
金
規
）
26
（
準
を
定
め
た
、
一
九
九
七
年
連
邦
社
会
法
規
定

―
異
議
申
立
人
は
、
こ
の
規
律
が
労
働

組
合
の
交
渉
上
の
地
位
を
弱
め
て
い
る
と
主
張
し
た

―
を
合
憲
と
し
た
決
定
で
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
基
本
法
九
条
三
項
の
団
結
の

自
由
を
尺
度
と
し
て
審
査
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
基
本
法
九
条
三
項
で
保
障
さ
れ
た
団
結
の
自
由
は
、
留
保
な
し
に
保
障
さ
れ
て

い
る
が
、
少
な
く
と
も
、
同
じ
く
憲
法
ラ
ン
ク
を
与
え
ら
れ
た
公
共
の
利
益
の
保
護
の
た
め
で
あ
れ
ば
制
約
さ
れ
う
る
。
そ
の
よ
う
な
根

拠
が
あ
る
場
合
に
は
、
賃
金
協
約
の
対
象
と
な
り
う
る
問
題
を
立
法
者
が
規
制
す
る
こ
と
は
、
原
則
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
」。
確
か

に
、「
基
本
法
九
条
三
項
で
保
障
さ
れ
る
保
護
が
重
要
で
あ
る
ほ
ど
、
侵
害
を
正
当
化
す
る
根
拠
は
重
大
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
が
、「
問
題
の
規
律
に
よ
っ
て
追
及
さ
れ
る
目
標
は
、
労
働
場
所
の
追
加
的
供
給
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
大
量
失
業
を
防
ぐ
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
は
憲
法
ラ
ン
ク

0

0

0

0

0

を
有
す
る
。
そ
の
際
、
立
法
者
は
社
会
国
家
原
理

0

0

0

0

0

0

（
基
本
法
二
〇
条
一
項
）
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。

社
会
国
家
原
理
は
「
立
法
者
へ
の
形
成
委
託
を
含
ん
で
い
る
」。
そ
の
原
理
は
、
国
家
に
「
社
会
的
矛
盾
の
調
整
に
配
慮
す
る
こ
と
を
義

務
づ
け
」、
さ
ら
に
、「
自
ら
の
個
人
的
生
活
条
件
や
社
会
的
な
不
利
益
取
扱
い
に
よ
り
、
個
人
的
ま
た
は
社
会
的
発
展
が
妨
げ
ら
れ
る
、

個
人
や
集
団
へ
の
国
家
に
よ
る
配
慮
を
命
じ
る
」。
た
だ
し
、「
こ
の
委
託
を
ど
の
よ
う
に
充
足
す
る
か
は
、
社
会
国
家
原
理
の
具
体
化
が

欠
け
て
い
る
た
め
に
、
立
法
者
の
事
項
で
あ
る
」。「
失
業
時
の
国
家
に
よ
る
配
慮
は
、
失
業
者
の
財
政
的
支
援
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
賃
金
コ
ス
ト
の
共
同
出
資
に
よ
る
労
働
場
所
の
増
加
や
、
こ
の
方
法
で
失
業
そ
れ
自
体
を
防
ぐ
こ
と
に
も
向

け
ら
れ
う
る
。
そ
の
よ
う
な
努
力
に
は
、
社
会
国
家
原
理
が

0

0

0

0

0

0

0

、
協
約
自
治

0

0

0

0

（Tarifautonom
ie

）
へ
の
制
約
的
作
用
を
も
正
当
化
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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が
で
き
る
正
当
な
重
み
を
与
え
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
…
…
そ
の
規
律
は
、

―
現
下
の
非
常
に
高
い
失
業
率
に
際
し

―
同
時
に
基
本
法

一
〇
九
条
二
項
に
規
定
さ
れ
た
目
標
で
あ
る
経
済
全
体
の
均
衡
に
も
資
す
）
27
（

る
」（
傍
点
石
塚
）。

　

本
決
定
で
は
、
比
例
原
則
を
適
用
す
る
際
に
用
い
ら
れ
るJe-desto

公
式
の
下
、
社
会
国
家
原
理
に
基
づ
く
対
抗
利
益
（
失
業
問
題
の

解
消
）
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
、
正
当
化
段
階
で
の
処
理
が
な
さ
れ
た
。

　

⑵　

芸
術
の
自
由
の
制
約

―
平
屋
根
家
屋
事
件

　

一
九
一
一
年
に
建
て
ら
れ
た
近
代
史
的
な
価
値
の
あ
る
邸
宅

―
こ
の
家
は
当
時
建
築
中
で
あ
っ
た
異
議
申
立
人
の
二
階
建
て
の
家
を

そ
の
一
部
と
し
て
構
想
し
て
い
た

―
に
隣
接
す
る
土
地
に
金
属
ガ
ラ
ス
の
フ
ァ
サ
ー
ド
付
平
屋
根
家
屋
を
建
築
し
よ
う
と
し
た
許
可
申

請
が
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
建
築
条
例
に
基
づ
き
、
建
築
造
形
上
の
（baugestalterisch

）
理
由
か
ら
拒
否
さ
れ
た
こ
と
が
適
法
と
さ
れ
た
決

定
で
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
本
件
建
築
を
建
築
芸
術
（Baukunst

）
と
し
、
基
本
法
五
条
三
項
の
芸
術
の
自
由
の
保
護
領
域
に
含
ま
れ

る
と
し
た
が
、「
市
民
の
全
般
的
な
精
神
的
平
穏
（
基
本
法
二
条
二
項
参
照
）
と
、
共
同
体
に
お
け
る
社
会
的
平
和

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
を
援
用
し
、
原
告
の

訴
え
を
退
け
）
28
（

た
（
傍
点
石
塚
）。
後
者
は
、
文
献
上
で
は
社
会
国
家
原
理
の
援
用
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
29
（

る
。

　

本
決
定
で
は
、
社
会
国
家
原
理
は
、
身
体
を
害
さ
れ
な
い
権
利
（
基
本
法
二
条
二
項
）
と
の
関
係
で
補
充
的
に
援
用
さ
れ
て
お
り
、
論

証
上
の
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
補
充
的
に
で
あ
れ
援
用
さ
れ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
基
本
法
二

条
二
項
の
解
釈
が
成
立
す
る
か
疑
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
正
当
化
根
拠
（
市
民
の
全
般
的
な
精
神
的
平
穏
と
共
同
体
に

お
け
る
社
会
的
平
和
）
は
、
単
な
る
住
民
感
情
の
保
護
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
現
実
に
は
環
境
国
家
的
規
制
（
景
観
保
護
）
な
い
し

文
化
国
家
的
規
制
（
文
化
財
保
護
）
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
疑
義
が
あ
る
。
そ
の
際
、
衡
量
時
に
お
け
る
社
会
国
家
原
理
の
該
当

性
（Betroffenheit

）
の
低
さ
が
問
題
点
と
し
て
指
摘
し
う
る
。
社
会
国
家
原
理
を
持
ち
出
せ
ば
な
ん
で
も
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
基
本
権

と
対
抗
利
益
が
い
ず
れ
も
原
理
的
優
位
を
持
ち
え
な
い
場
合
に
重
要
な
の
は
、
丁
寧
な
利
益
衡
量
で
あ
る
。
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㈡　

環
境
保
護

1
　
法
律
の
留
保
を
伴
う
基
本
権
の
制
約

　

⑴　

職
業
の
自
由
・
所
有
権
の
制
約

―
遺
伝
子
法
事
件

　
「
遺
伝
子
組
換
体
（G

V
O

）」
と
「
市
場
流
通
（Inverkehrbringen

）」
を
定
義
す
る
遺
伝
子
技
術
法
三
条
三
号
お
よ
び
六
号
の
規
定
が

他
の
規
範
と
結
び
つ
い
て
も
た
ら
す
間
接
的
な
基
本
権
侵
害
が
合
憲
と
さ
れ
た
判
決
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
一
二
条
一
項
の

職
業
の
自
由
と
、
一
四
条
一
項
の
所
有
権
を
尺
度
に
し
て
行
っ
た
審
査
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。「
立
法
者
は
、
法
定
立
の

際
に
、
一
方
で
、
遺
伝
子
技
術
の
利
用
と
、
他
方
で
、
特
に
生
命
お
よ
び
身
体
を
害
さ
れ
な
い
権
利
…
…
、
学
問
の
自
由
…
…
、
職
業
の

自
由
…
…
お
よ
び
所
有
権
保
障
…
…
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
関
係
す
る
利
益
と
を
調
整
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
様
に
、
基
本
法
二
〇

0

0

0

0

0

ａ
条
に
含
ま
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

、
将
来
世
代
へ
の
責
任
を
も
果
た
す
た
め
に
自
然
的
生
活
基
盤
を
保
護
す
る
と
い
う
委
託
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い0

。
…
…
立
法
者
が
不
意
の
出
来
事
に
よ
り
生
じ
る
遺
伝
子
組
換
体
の
所
産
を
統
制
下
に
置
か
な
け
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
立
法
者
は
自
然
的
生
活
基
盤

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
保
護
す
る
自
ら
の
責
任
を
見
誤
る
と
い
う
危
険
を
冒
す
こ
と
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」）
30
（

（
傍
点
石
塚
）。

　

本
判
決
で
は
、
基
本
権
制
約
の
場
面
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
目
標
の
実
現
義
務
の
方
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
環
境
保
護
と
い

う
国
家
目
標
の
重
要
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

2
　
留
保
な
き
基
本
権
の
制
約

　

⑴　

芸
術
の
自
由
の
制
約

―
巨
大
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
像
事
件

　

農
業
・
林
業
用
に
利
用
さ
れ
て
い
る
外
部
地
域
（Außenbereich

）
で
、
ナ
チ
時
代
の
退
廃
芸
術
家
で
あ
る
ア
ル
ノ
・
ブ
レ
カ
ー
が

作
っ
た
巨
大
な
彫
刻
を
巨
大
な
台
座
に
置
く
こ
と
の
建
築
申
請
が
、
連
邦
建
設
法
典
に
基
づ
い
て
、
却
下
さ
れ
た
こ
と
を
適
法
と
し
た
決

定
で
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
本
件
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
像
の
設
置
を
芸
術
の
自
由
の
保
護
領
域
に
含
め
る
と
し
つ
つ
、
建
築
法
と
環
境
保
護

0

0

0

0

0

0

0

0
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と
の
密
接
な
関
連
性
を
指
摘
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
基
本
法
二
〇
ａ
条
の
環
境
保
護
に
基
づ
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
自
然
と
景
観
を
保
護
す
る
措
置
が
憲
法
ラ
ン
ク
を
有
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
確
認
し
、
原
審
が
本
件
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
像
設
置
の
建
築
芸
術
と
し
て
の
性
格
を
見
誤
っ
て
い
な
い
こ
と
を
も
っ
て
原
告
の
訴
え
を

退
け
）
31
（
た
（
傍
点
石
塚
）。

　

本
決
定
で
は
、
行
政
処
分
の
違
憲
性
が
問
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
ま
ず
処
分
の
根
拠
と
な
る
法
令
が
国
家
目
標
規
定
を

具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
か
、
国
家
目
標
規
定
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
い
っ
た
論
証
を
介
し
て
、
憲
法
上
の
基
礎
を
有
す
る
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
留
保
な
き
基
本
権
と
の
衡
量
可
能
性
が
開
か
れ
る
。
こ
の
事
案
で
は
、（
建
築
）
芸
術
の
自
由
が
環
境
保
護
の

前
に
退
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
裁
判
所
は
、
外
部
地
域
に
課
さ
れ
た
「
自
然
豊
か
な
土
地
利
用
と
保
養
」
と
い
う
役
割
を
害
さ
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
事
例
に
よ
っ
て
は
原
告
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

　

⑵　

信
仰
の
自
由
の
制
約

―
自
然
公
園
内
埋
葬
地
事
件

　

異
議
申
立
人
で
あ
る
宗
教
共
同
体
が
、
フ
レ
ン
キ
ッ
シ
ュ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
自
然
公
園
の
保
護
地
域
内
に
埋
葬
地
を
設
置
す
る
た
め
、

埋
葬
法
上
の
認
可
を
申
請
し
た
が
、
認
可
が
拒
否
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
適
法
と
さ
れ
た
決
定
で
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
原
告
の
主
張
を
退
け
て
い
る
。
確
か
に
、「
信
仰
の
自
由
の
権
利
の
限
界
は
、『
憲
法
そ
れ
自
体
か
ら
の
み
、
す
な
わ
ち
、
基
本
法
上
の

価
値
秩
序
の
基
準
に
従
い
、
こ
の
根
本
的
価
値
体
系
の
統
一
体
の
考
慮
の
下
で
の
み
、
引
か
れ
る
』
の
で
あ
る
」
が
、「
基
本
法
の
価
値

体
系
に
お
い
て
そ
の
明
示
的
な
場
所
を
有
す
る
、
基
本
法
上
の
価
値
秩
序
の
一
部
と
し
て
、
こ
こ
で
は
す
で
に
基
本
法
二
〇
ａ
条
に
よ
っ

て
自
然
的
生
活
基
盤
の
保
護
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
自
然
公
園
規
則
の
公
布
に
よ
る
特
定
の
地
域
の
特
別
の
法
的
保
護

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
疑
い
な
く
こ
の
保
護
に
属
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
基
本
法
は
自
然
や
景
観
保
護
の
た
め
の
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
州
法
上
の
法
規
則
に
対
す
る
信
仰
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

自
由
の
優
位
を
基
礎
づ
け
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
石
）
32
（
塚
）。

　

本
決
定
で
は
、
信
仰
の
自
由
が
環
境
保
護
を
前
に
退
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
異
議
申
立
人
の
行
為
が
、
基
本
権
の
周
辺
的

部
分
の
行
使
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
平
屋
根
家
屋
事
件
と
は
逆
に
、
こ
こ
で
は
基
本
権
側
の
該
当
性
の
低
さ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
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き
る
）。

㈢　

小　

括

　

基
本
権
と
国
家
目
標
規
定
と
の
利
益
衡
量
の
あ
り
方
は
、
状
況
に
応
じ
て
種
々
様
々
で
あ
る
。
対
手
と
し
て
の
基
本
権
の
構
造
や
性
質
、

あ
る
い
は
問
題
状
況
に
よ
っ
て
、
基
本
権
制
約
の
正
当
化
に
課
さ
れ
る
要
求
度
合
は
異
な
る
。
立
法
者
を
通
じ
た
相
互
調
整
が
形
式
的
に

は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
留
保
な
き
基
本
権
と
い
っ
て
も
、
保
護
領
域
の
周
縁
部
が
制
限
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
り
、
侵
害
の
程
度

が
低
い
と
い
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
対
抗
利
益
が
要
請
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
方
、
立
法
者
を
通
じ
た
相
互
調
整
が
一

般
的
に
予
定
さ
れ
て
い
る
単
純
な
法
律
の
留
保
を
伴
う
基
本
権
で
あ
っ
て
も
、
保
護
領
域
の
核
心
部
が
制
限
さ
れ
て
い
た
り
、
強
度
の
侵

害
が
あ
る
場
合
に
は
、
重
要
な
対
抗
利
益
が
要
請
さ
れ
る
。
と
も
あ
れ
重
要
な
の
は
、
社
会
国
家
原
理
や
環
境
保
護
が
基
本
権
の
対
抗
利

益
と
し
て
説
得
力
あ
る
形
で
持
ち
出
さ
れ
る
場
合
に
は
、

―
対
手
と
な
る
基
本
権
が
法
律
の
留
保
を
伴
う
も
の
で
あ
れ
、
留
保
な
き
も

の
で
あ
れ

―
基
本
権
の
原
理
的
優
位
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
、
国
家
目
標
規
定
と
称
さ
れ
る
す
べ
て
の
規
定
が
「
国
家
目
標
」
の
名
を
冠
す
る
に
相
応
し
い
実
体
を
伴
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

社
会
国
家
原
理
や
環
境
保
護
が
「
国
家
目
標
」
と
し
て
の
実
質
を
備
え
、
基
本
権
に
十
分
対
抗
し
う
る
原
理
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ

と
は
確
認
で
き
た
が
、
国
家
目
標
規
定
の
す
べ
て
が
そ
う
な
の
か
。
次
章
で
は
、「
動
物
保
護
」
を
題
材
と
し
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
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四　

 

基
本
法
二
〇
ａ
条
「
動
物
保
護
」
導
入
前
後
の
状
況 

 
 

 

―
動
物
保
護
の
法
的
位
置
づ
け

㈠　

動
物
保
護
が
憲
法
化
さ
れ
る
以
前
の
状
況

　

二
〇
〇
二
年
以
前
に
お
い
て
「
動
物
保
護
」
は
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
、
留
保
な
き
基
本
権
の
制
約
の
た
め
に
権
限
規
定
等
か
ら
実
体
的
な
憲
法
上
の
価
値
決
定
を
導
く
と
い
う
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
手
法

が
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
〇
二
年
の
国
家
目
標
規
定
導
入
以
前
に
は
、
動
物
保
護
に
憲
法
ラ
ン
ク
が
与
え
ら
れ
て
は
い

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
九
七
年
六
月
一
八
日
の
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
に
よ
れ
ば
、「
確
か
に
、
動
物
保
護
は
、
動
物
保

護
法
の
諸
規
定
に
よ
っ
て
特
別
の
保
護
と
法
的
位
置
価
を
獲
得
し
て
い
る
。
…
…
し
か
し
、
動
物
保
護
は
、
憲
法
ラ
ン
ク
を
有
し
て
い
な

い
の
で
、
教
授
の
自
由
と
衝
突
す
る
基
本
権
規
範
と
し
て
は
、
憲
法
上
の
緊
張
関
係
の
解
決
に
含
ま
れ
な
い
。
そ
れ
に
相
当
す
る
法
的
地

位
は
、
基
本
法
一
条
一
項
（
人
間
の
尊
厳
）、
基
本
法
二
条
一
項
（
道
徳
律
）
か
ら
も
、
あ
る
い
は
国
家
目
標
規
定
と
し
て
個
人
に
出
訴
権

を
与
え
な
い
基
本
法
二
〇
ａ
条
か
ら
も
、
導
出
さ
れ
え
な
い
。
基
本
法
七
四
条
二
〇
号
の
権
限
規
範
は
、
そ
の
文
言
と
そ
の
明
ら
か
な
目

的
に
よ
れ
ば
、
考
慮
さ
れ
な
）
33
（
い
」。

　

そ
れ
ゆ
え
、
一
方
で
は
、
動
物
保
護
と
そ
れ
ら
の
基
本
権
と
が
対
立
す
る
場
面
に
お
い
て
、
両
者
が
同
一
の
基
盤
で
比
較
衡
量
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
動
物
保
護
に
欠
け
た
結
論
に
な
る
と
の
批
判
が
強
く
あ
っ
た
（
そ
の
よ
う
な
批
判
に
対
応
し
て
、
改
正
さ
れ
た
基
本
法
二
〇
ａ
条
に

は
、
基
本
権
と
同
等
レ
ベ
ル
で
動
物
保
護
を
扱
い
、
そ
れ
に
よ
り
、
動
物
実
験
等
の
規
制
を
強
化
す
る
作
用
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
）
34
（

る
）。
し
か
し
ま
た
、

他
方
で
は
、
両
者
が
同
一
の
基
盤
で
比
較
衡
量
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
基
本
法
の
解
釈
上
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
逆
に
、
基
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本
権
制
約
シ
ス
テ
ム
（
前
述
二
・（
二
））
が
様
々
な
方
法
で
覆
さ
れ
て
い
る
と
の
批
判
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
二
〇
〇
二
年
以
前
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
動
物
保
護
と
留
保
な
き
基
本
権
と
の
衝
突
問
題
に
取
り
組
ん
だ

の
か
。

1
　
学
問
の
自
由
の
制
約

　

学
問
の
自
由
は
、
基
本
法
五
条
三
項
一
文
で
留
保
な
く
保
障
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
研
究
の
自
由
と
教
授
の
自
由
が
含
ま
れ
る

（
い
ず
れ
も
学
問
の
自
由
の
下
位
概
念
で
あ
る
）。
こ
こ
で
は
、
学
問
の
自
由
が
、
動
物
実
験
に
関
す
る
動
物
保
護
法
上
の
規
律
と
衝
突
す
る
。

　

動
物
保
護
）
35
（

法
は
、
第
五
章
（
七
条
〜
九
ａ
条
）
を
動
物
実
験
の
規
律
に
、
第
六
章
（
一
〇
条
）
を
教
育
活
動
の
規
律
に
当
て
て
お
り
、
前

者
は
研
究
の
自
由
と
、
後
者
は
教
授
の
自
由
と
衝
突
す
る
。
こ
れ
ら
の
規
律
は
、
一
九
八
六
年
の
大
改
正
を
経
て
、
大
幅
に
強
化
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
学
問
の
自
由
の
行
使
は
、

―
少
な
く
と
も
文
言
上
は

―
か
な
り
厳
格
に
規
律
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
動
物
保
護
法
八
条
は
、
動
物
実
験
の
許
認
可
義
務
を
定
め
て
お
り
、
同
八
条
三
項
に
実
体
的
な
許
認
可
要
件
が
あ
る
。
そ
の

要
件
と
し
て
、
例
え
ば
、
動
物
実
験
の
特
定
的
な
目
的
拘
束
（
七
条
二
項
）
お
よ
び
動
物
実
験
の
倫
理
的
許
容
性
（
七
条
三
項
）
を
学
問

的
に
根
拠
づ
け
て
説
明
す
る
こ
と
（
八
条
三
項
一
号
ａ
）、
動
物
実
験
以
外
の
方
法
で
は
知
見
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
科
学
的
に
根
拠
づ
け

て
説
明
す
る
こ
と
（
八
条
三
項
一
号
ｂ
）、
動
物
実
験
の
た
め
の
設
備
・
器
具
や
（
八
ｂ
条
に
規
定
さ
れ
た
）
動
物
実
験
受
託
者
を
含
む
人
的

お
よ
び
組
織
的
要
件
の
充
足
（
八
条
三
項
三
号
）、
動
物
実
験
者
の
獣
医
学
等
の
学
科
履
修
（
九
条
一
項
）
の
遵
守
（
八
条
三
項
五
号
）、
感

覚
生
理
学
上
発
達
程
度
の
低
い
動
物
の
優
先
的
利
用
（
九
条
二
項
一
号
）
の
遵
守
（
八
条
三
項
五
号
）、
動
物
実
験
の
際
の
脊
椎
動
物
へ
の

麻
酔
治
療
（
九
条
二
項
四
号
）
の
遵
守
（
八
条
三
項
五
号
）
な
ど
、
他
に
も
多
数
の
規
律
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
八
ａ
条
は
、（
八
条
七
項
に

列
挙
さ
れ
た
）
許
認
可
を
要
し
な
い
動
物
実
験
の
届
出
義
務
を
定
め
て
い
る
。
届
出
で
す
む
場
合
で
あ
っ
て
も
、
実
験
に
必
要
な
要
件
や

措
置
が
充
足
さ
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
主
務
官
庁
は
動
物
実
験
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
八
ａ
条
五
項
）。

　

動
物
保
護
法
八
条
三
項
の
許
認
可
義
務
は
、
許
可
留
保
つ
き
の
予
防
的
禁
止
で
あ
り
、
一
定
の
動
物
実
験
は
、
前
記
の
実
体
法
的
基
準
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が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
を
主
務
官
庁
が
事
前
に
審
査
す
る
た
め
に
一
旦
禁
止
さ
れ
る
が
、
従
来
的
な
理
解
で
は
、
こ
れ
は
学
問
の
自
由
に

対
す
る
侵
害
に
該
当
す
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
こ
の
よ
う
な
憲
法
ラ
ン
ク
な
き
動
物
保
護
の
た
め
の
動
物
実
験
に
対
す
る
規
律
が
、

留
保
な
き
基
本
権
で
あ
る
学
問
の
自
由
に
対
す
る
制
約
を
構
成
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
制
約
強
度
、
そ
し
て
そ
の
制
約
が
学
問
の
自
由
の

核
心
領
域
に
触
れ
て
い
る
か
、
周
辺
領
域
に
触
れ
て
い
る
か
と
は
無
関
係
に
、
そ
れ
ら
の
規
定
は
学
問
の
自
由
と
対
立
し
て
い
る
〔
故
に

基
本
権
制
約
シ
ス
テ
ム
に
抵
触
し
違
憲
で
あ
）
36
（

る
〕」
と
い
う
見
解
が
成
り
立
つ
。
以
下
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
対
立
が
あ
っ
た
の
か
、

そ
の
経
過
を
み
て
い
く
。

　

⑴　

研
究
の
自
由
の
制
約

　

裁
判
で
は
ま
ず
、
動
物
保
護
法
八
条
三
項
一
号
ａ
に
規
定
さ
れ
た
「
動
物
実
験
の
倫
理
的
許
容
性
を
学
問
的
に
根
拠
づ
け
て
説
明
す
る

こ
と
」
の
解
釈
・
適
用
が
問
題
と
な
っ
）
37
（

た
。
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
は
、
動
物
実
験
の
倫
理
的
許
容
性
（
七
条
三
項
一
号
）
と
、
そ
れ
を

基
準
と
す
る
動
物
実
験
計
画
の
許
認
可
（
八
条
三
項
一
号
ａ
）
の
合
憲
性
を
め
ぐ
っ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
移
送
し
た
）
38
（
が
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
そ
の
移
送
を
却
下
し
、
そ
の
理
由
づ
け
と
し
て
以
下
の
二
つ
を
挙
げ
）
39
（

た
。
第
一
に
、
行
政
裁
判
所
が
憲
法
違
反
と
考
え
る
規
定

の
適
用
の
下
で
あ
っ
て
も
、
許
認
可
請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、
裁
判
官
の
移

送
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
特
に
許
認
可
手
続
の
形
成
を
通
じ
て
憲
法
的
思
考
が
考
慮
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
行
政
裁
判
所
が
取
り

組
ん
で
い
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
行
政
裁
判
所
は
、
八
条
三
項
一
項
ａ
の
憲
法
適
合
的
解
釈
と
い
う
「
す

ぐ
に
想
起
さ
れ
る
方
法
」
へ
と
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
学
問
の
自
由
に
適
合
す
る
よ
う
に
解
釈
を
施
せ
ば
、
八
条
三

項
一
号
ａ
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
動
物
実
験
の
倫
理
的
許
容
性
は
、
実
験
遂
行
者
の
相
応
の
証
明
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
主
務
官
庁
に
対
す
る
倫
理
的
許
容
性
の
「
学
問
的
な
根
拠
づ
け
」
に
よ
っ
て
の
み
決
せ
ら
れ
る
。
八
条
三
項
一
号
ａ
は
、
七
条
三

項
一
号
の
倫
理
的
許
容
性
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
倫
理
的
許
容
性
を
「
学
問
的
に
根
拠
づ
け
て
説
明
す
る
」
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
主
務
官
庁
は
、
自
ら
の
評
価
を
、
申
請
者
で
あ
る
研
究
者
の
評
価
に
取
っ
て
替
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
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と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
前
審
査
決
定
を
受
け
て
、
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
は
、
主
務
官
庁
が
な
し
う
る
審
査
を
、
許
認
可
要
件
の
形

式
審
査
（
い
わ
ゆ
る
「
限
定
的
な
説
得
可
能
性
の
統
制
（qualifizierte Plausibilitätskontrolle

）」）
に
限
定
す
る
旨
の
決
定
を
行
っ
）
40
（

た
。

　

そ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
は
、
憲
法
適
合
的
解
釈
の
枠
を
超
え
て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
）
41
（
る
。
一
九
八
六
年
改
正
で
動
物
保
護
を
強

化
し
た
立
法
者
の
意
思
は
、
主
務
官
庁
に
対
し
て
、
形
式
的
審
査
権
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
さ
に
実
体
的
審
査
権
を
与
え
る
こ
と
に
あ
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
動
物
保
護
法
一
五
条
一
項
二
文
以
下
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　

州
の
法
律
に
基
づ
く
主
務
官
庁
が
、
動
物
実
験
の
認
可
に
関
す
る
決
定
を
す
る
際
に
同
官
庁
を
支
援
す
る
一
又
は
二
以
上
の
委
員
会
を
任
命
す
る
。

委
員
会
の
委
員
の
過
半
数
は
、
動
物
実
験
の
判
定
の
た
め
に
必
要
な
獣
医
学
、
医
学
又
は
大
学
の
自
然
科
学
の
学
科
の
専
門
的
知
識
を
有
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
委
員
会
に
は
、
動
物
保
護
団
体
の
推
薦
リ
ス
ト
か
ら
選
ば
れ
、
か
つ
、
そ
の
経
験
に
基
づ
い
て
動
物
保
護
の
問
題
を
判
定
す
る
の
に

適
任
で
あ
る
委
員
も
任
命
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
委
員
の
数
は
、
委
員
会
構
成
員
の
三
分
の
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
務
官
庁
は
、
遅
滞

な
く
実
験
計
画
の
許
可
申
請
に
つ
い
て
委
員
会
に
報
告
し
、
か
つ
、
妥
当
な
期
間
内
に
意
見
表
明
の
た
め
の
機
会
を
与
え
る
。

　

主
務
官
庁
が
形
式
審
査
し
か
し
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
委
員
会
は
不
要
で
あ
る
し
、「
合
理
的
な
理
由
な
し
に
、

動
物
に
対
し
て
痛
み
、
苦
痛
又
は
傷
害
」
を
加
え
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
る
べ
き
と
い
う
動
物
保
護
法
一
条
の
指
導
的
思
考
を
追
求
す
る
な

ら
ば
、
主
務
官
庁
は
形
式
審
査
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
に
も
頷
け
る
。
こ
こ
で
の
動
物
保
護
と
学
問
の
自
由
と
の
調
整
は
、

立
法
段
階
で
失
敗
し
て
お
り
、
そ
の
再
調
整
と
し
て
の
憲
法
適
合
的
解
釈
も
失
敗
に
終
わ
ら
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
判
断

は
、
結
果
的
に
ど
ち
ら
の
側
か
ら
も
非
難
さ
れ
る
中
途
半
端
な
状
況
が
作
り
出
さ
れ
た
、
と
ひ
と
ま
ず
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
基

本
権
制
約
シ
ス
テ
ム
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
適
合
的
解
釈
が
も
た
ら
し
た
の
は
、
憲
法
適
合
的
状
況
で
は
な
く
、

違
憲
性
の
程
度
の
低
減
に
す
ぎ
な
い

―
す
な
わ
ち
、
な
お
違
憲
で
あ
る

―
と
い
う
非
難
を
受
け
る
こ
と
に
な
）
42
（

る
。
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⑵　

教
授
の
自
由
の
制
約

　

教
授
の
自
由
と
の
関
係
で
は
、
動
物
保
護
法
一
〇
条
一
項
二
文
に
お
け
る
「
限
定
的
な
説
得
可
能
性
の
統
制
」
が
問
題
と
な
る
。
カ
ッ

セ
ル
上
級
行
政
裁
判
所
で
扱
わ
れ
た
事
）
43
（
案
で
は
、
大
学
教
員
が
教
授
活
動
の
枠
内
で
大
学
生
の
教
育
の
た
め
に
行
お
う
と
し
た
、
マ
ウ
ス

の
手
術
と
処
置
の
実
施
が
差
し
止
め
ら
れ
た
。
一
〇
条
一
項
二
文
に
よ
れ
ば
、「
手
術
又
は
処
置
は
、
そ
の
目
的
が
他
の
方
法
、
特
に
映

像
に
よ
る
表
現
に
よ
っ
て
は
達
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
の
み
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
」。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
こ
の
規
定
を
憲
法
適
合
的

に
解
釈
し
、
代
替
的
教
授
手
段
が
、
教
授
活
動
の
目
的
を
達
成
し
う
る
か
ど
う
か
は
、
最
終
的
に
大
学
教
員
の
評
価
に
基
づ
く
と
し
た
。

本
件
決
定
で
は
、
主
務
官
庁
の
判
断
で
は
な
く
、
大
学
教
員
の
判
断
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
上
級
行
政

裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
教
授
の
自
由
が
留
保
な
く
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
動
物
保
護
が
憲
法
ラ
ン
ク
を
備
え
て
お
ら
ず
内
在
的
制
約
と
し

て
援
用
し
え
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
同
裁
判
所
は
こ
の
判
決
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
既
存
の
判
例
を
継
承
し
、
動
物
実
験
の
実
施
に
対

す
る
主
務
官
庁
に
よ
る
統
制
を
著
し
く
縮
減
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
適
合
的
解
釈
が
違
憲
性
の
低
減
を
も
た
ら

す
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
、
前
述
の
批
判
が
妥
当
す
る
だ
ろ
う
。

2
　
芸
術
の
自
由
の
制
約

　

芸
術
の
自
由
は
、
基
本
法
五
条
三
項
一
文
で
留
保
な
く
保
障
さ
れ
て
い
る
。
芸
術
の
自
由
と
動
物
保
護
と
の
対
立
は
、
芸
術
活
動
に
動

物
を
用
い
る
場
合
に
生
じ
る
。

　

動
物
保
護
法
三
条
六
号
に
よ
れ
ば
、「
動
物
に
痛
み
、
苦
痛
又
は
傷
害
を
伴
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
動
物
を
撮
影
、
シ
ョ
ー
出
演
、

広
告
又
は
類
似
の
催
し
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
」
は
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。「
類
似
の
活
動
」
に
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
上
演
・
劇
場
興

行
も
含
ま
れ
、
そ
の
よ
う
な
活
動
の
際
に
動
物
に
苦
痛
を
与
え
る
行
為
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
芸
術
の
自
由
に
対

す
る
制
約
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
裁
判
例
が
あ
る
。

　

カ
ッ
セ
ル
区
裁
判
所
で
扱
わ
れ
た
事
）
44
（
例
で
は
、
あ
る
芸
術
家
が
、
動
物
保
護
法
三
条
六
号
と
結
び
つ
い
た
同
一
八
条
一
項
一
号
に
基
づ
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く
動
物
に
苦
痛
を
与
え
る
秩
序
違
反
（
同
一
八
条
三
項
に
よ
っ
て
二
万
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
以
下
の
過
料
が
科
さ
れ
る
）
に
問
わ
れ
た
。
芸
術
家
は
、

上
演
中
に
、
舞
台
上
で
、
粉
々
に
な
っ
た
卵
と
ソ
ー
セ
ー
ジ
の
泥
濘
で
ガ
ラ
ス
容
器
を
満
た
し
、
イ
ン
コ
を
そ
の
中
に
沈
め
る
（
そ
の
際
、

イ
ン
コ
の
足
と
下
半
身
は
、
ほ
ぼ
完
全
に
泥
濘
に
覆
わ
れ
て
い
る
）。
そ
し
て
、
国
歌
が
鳴
り
響
く
中
で
、
ガ
ラ
ス
容
器
が
五
秒
か
ら
一
〇
秒

あ
っ
ち
こ
っ
ち
に
振
ら
れ
、
イ
ン
コ
は
、
不
安
感
を
被
り
、
そ
の
血
液
循
環
が
害
さ
れ
た
。
芸
術
家
の
意
図
は
、
ネ
オ
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
危

険
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
観
念
の
後
味
の
悪
さ
を
体
験
可
能
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
本
件
で
は
、
芸
術
の
自
由
が
留
保
な
き
基
本
権
で
あ
る

の
に
対
し
、
動
物
保
護
が
法
律
上
の
規
律
で
し
か
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
芸
術
家
に
過
料
は
科
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

も
う
一
つ
の
事
例
は
、
ケ
ル
ン
州
裁
判
所
で
扱
わ
れ
た
、
鶏
の
殺
害
を
伴
う
劇
場
興
行
の
事
）
45
（

例
で
あ
る
。
演
者
は
、
鶏
の
頭
を
斧
で
切

り
落
と
し
、
血
だ
ら
け
の
動
物
の
む
き
出
し
の
上
半
身
の
皮
を
は
ぐ
。
そ
の
意
図
は
、
人
権
侵
害
に
抗
議
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
州
裁
判

所
は
、
被
告
を
、
動
物
保
護
法
三
条
六
項
と
結
び
つ
い
た
一
七
条
一
号
（
合
理
的
な
理
由
な
し
に
脊
椎
動
物
を
殺
害
し
た
場
合
に
は
、
三
年
以
下

の
自
由
刑
又
は
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
）
に
違
反
し
、
有
罪
と
し
た
。
判
決
で
は
、
芸
術
の
自
由
が
、
憲
法
内
在
的
制
約
に
の
み
服
す
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
が
、
州
裁
判
所
は
、
基
本
法
二
条
一
項
の
「
道
徳
律
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
そ
こ
に
動
物
保
護
の
憲
法
ラ
ン
ク
の
た
め

の
基
礎
を
見
出
し
た
。
し
か
し
、
本
件
の
帰
結
は
、
極
端
な
事
例
状
況
に
依
存
し
た
例
外
的
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

3
　
宗
教
の
自
由
の
制
約

　

宗
教
の
自
由
と
動
物
保
護
の
関
係
は
、
基
本
法
二
〇
ａ
条
へ
の
動
物
保
護
条
項
の
挿
入
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
幾
度
か
の
挫

折
を
繰
り
返
し
た
基
本
法
へ
の
動
物
保
護
条
項
導
入
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
店
主
が
経
営
す
る
肉
屋
の
畜
殺
に

関
す
る
事
例
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
46
（

る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
、
儀
礼
畜
殺
事
例
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
事
例
群
は
、
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ

ク
側
の
操
作
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
き
て
い
る
。
合
憲
と
さ
れ
る
と
き
に
は
、
一
定
の
儀
礼
畜
殺
が
宗
教
の
自
由
の
保
護
領
域
か
ら
外
れ

る
と
か
、
宗
教
の
自
由
が
基
本
法
一
四
〇
条
と
結
び
つ
い
た
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
三
六
条
一
項
の
留
保
に
服
す
る
な
ど
と
い
う
理
由
づ
け

に
よ
り
、
違
憲
と
さ
れ
る
と
き
に
は
、
儀
礼
畜
殺
が
宗
教
の
自
由
と
結
び
つ
い
た
「
一
般
的
行
為
自
由
」
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
（
基
本
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権
競
合
の
問
題
）
と
い
う
理
由
づ
け
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
テ
ー
マ
は
、
動
物
保
護
の
国
家
目
標
規
定
の
追
加
に
と
っ

て
非
常
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
挿
入
後
の
状
況
に
そ
れ
ほ
ど
違
い
を
も
た
ら
さ
な
い
論
点
で
も
あ
っ
た
。
と
は

い
え
、
状
況
整
理
の
た
め
に
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
み
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

宗
教
の
自
由
も
、
基
本
法
四
条
一
項
お
よ
び
二
項
で
、
留
保
な
く
保
障
さ
れ
た
基
本
権
で
あ
る
。
こ
の
基
本
権
は
、
信
仰
・
良
心
の
自

由
、
信
仰
告
白
・
世
界
観
の
告
白
の
自
由
、
お
よ
び
宗
教
行
為
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
。

　

動
物
保
護
法
四
条
二
項
二
号
に
よ
れ
ば
、
主
務
官
庁
が
儀
礼
畜
殺
の
許
可
を
与
え
る
場
合
に
は
、
血
抜
き
前
の
気
絶
を
要
す
る
こ
と
な

く
、
温
血
動
物
を
屠
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
主
務
官
庁
が
例
外
的
許
認
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
区
域
内

に
お
い
て
、
強
制
力
あ
る
教
令
に
よ
り
典
令
に
従
う
畜
殺
を
定
め
、
又
は
典
礼
に
従
っ
て
畜
殺
さ
れ
て
い
な
い
動
物
の
肉
の
食
用
を
禁
止

し
て
い
る
特
定
の
宗
教
団
体
構
成
員
の
要
求
に
応
じ
る
必
要
性
が
あ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
。
問
題
は
、
こ
の
規
定
が
宗
教
の
自
由
を
制
約

し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　

一
九
九
五
年
六
月
一
五
日
の
連
邦
行
政
裁
判
所
判
）
47
（

決
は
、
儀
礼
畜
殺
も
そ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
た
肉
の
飲
食
も
、
宗
教
的
に
命
じ
ら
れ
た

も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
儀
礼
畜
殺
を
、
宗
教
の
自
由
の
保
護
領
域
か
ら
外
し
た
。
本
判
決
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
儀
礼
畜
殺
さ

れ
て
い
な
い
動
物
に
由
来
す
る
肉
の
飲
食
は
、

―
宗
教
の
自
由
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で

―
宗
教
的
に
要
請
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
仮
に
国
家
に
よ
っ
て
儀
礼
畜
殺
が
禁
止
さ
れ
る
と
し
て
も
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
信
者
も
イ
ス
ラ
ム
教
の
信
者
も
そ
の
宗
教
に
対

応
し
た
生
活
形
成
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
上
の
戒
律
に
違
反
す
る
こ
と
な
く
、
儀
礼
畜

殺
と
そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
肉
食
を
放
棄
し
う
る
。
彼
ら
は
植
物
由
来
の
食
物
や
魚
を
食
べ
た
り
、
食
肉
輸
入
に
頼
れ
ば
よ
い
の
で

あ
る
。
確
か
に
、
肉
は
今
日
我
々
の
社
会
で
一
般
的
に
食
物
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
食
物
の
放
棄
は
、
要
求
し
え
な
い
よ
う
な
、
個
人

の
発
展
可
能
性
に
対
す
る
制
約
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
献
立
を
考
え
る
の
を
困
難
に
す
る
に
す
ぎ
ず
、
宗
教
の
自
由
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

一
般
的
行
為
自
由
に
即
し
て
審
査
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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二
〇
〇
〇
年
一
一
月
二
三
日
の
連
邦
行
政
裁
判
所
判
）
48
（
決
は
、
ヘ
ッ
セ
ン
イ
ス
ラ
ム
宗
教
共
同
体
に
属
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
構
成
員
が
、

犠
牲
祭
に
お
い
て
温
血
動
物
を
気
絶
さ
せ
る
こ
と
な
く
屠
殺
す
る
こ
と
に
対
す
る
不
許
可
処
分
を
容
認
し
た
。
原
告
は
一
九
九
九
年
の
犠

牲
祭
に
際
し
て
許
認
可
を
申
請
し
た
が
、
主
務
官
庁
は
、
権
威
あ
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
機
関
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
拘
束
力
あ
る
宗
教
上

の
戒
律
は
存
在
し
な
い
と
し
て
そ
の
申
請
を
却
下
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
行
政
裁
判
所
は
、
主
務
官
庁
に
許
認
可
付

与
義
務
が
あ
る
と
し
た
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
こ
れ
を
覆
し
た
。

　

二
〇
〇
二
年
一
月
一
五
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
）
49
（
決
は
、
儀
礼
畜
殺
の
不
許
可
処
分
を
（
適
用
）
違
憲
と
し
た
。
本
判
決
の
要
旨
は
次

の
通
り
で
あ
る
。
確
か
に
、
宗
教
の
自
由
は
、
独
立
し
た
基
本
権
と
し
て
は
審
査
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
儀
礼
畜
殺
自
体
が
（
宗
教
の
自

由
の
保
護
領
域
に
含
ま
れ
る
）
宗
教
的
行
為
と
し
て
理
解
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
宗
教
の
自
由
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ

う
な
行
為
は
宗
教
的
な
基
本
的
態
度
の
表
出
で
も
あ
り
、
敬
虔
な
ス
ン
ニ
派
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
異
議
申
立
人
は
、
宗
教
上
の
ル
ー
ル
に

従
っ
て
儀
礼
畜
殺
を
行
う
義
務
を
拘
束
的
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
儀
礼
畜
殺
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
肉
を
買
う
客
達
の
観
点
か
ら
し
て
も
、

彼
ら
が
儀
礼
畜
殺
さ
れ
た
動
物
の
肉
を
買
い
求
め
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
彼
ら
の
信
仰
の
拘
束
力
の
確
信
に
も
基
づ
い
て
い
る
。

ま
た
、
基
本
的
に
肉
食
を
諦
め
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
食
習
慣
を
十
分
に
考
慮
し
て
い
な
い
。
肉
は

広
く
行
き
渡
っ
て
い
る
食
物
で
あ
り
、
そ
れ
を
不
本
意
に
も
諦
め
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
要
求
可
能
と
み
る
こ
と
は
難
し
い
。
確
か
に
、

輸
入
肉
を
食
べ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
諦
め
る
必
要
は
な
い
が
、
畜
殺
者
と
の
人
的
接
触
と
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
信
頼
の
基
礎
の
欠
缺

と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
肉
が
実
際
に
イ
ス
ラ
ム
の
戒
律
に
適
っ
て
い
た
か
は
不
確
実
と
な
る
。

　

こ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
は
、
中
々
成
功
し
な
か
っ
た
動
物
保
護
に
関
す
る
基
本
法
改
正
に
と
っ
て
境
界
石
で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
留
保
な
き
基
本
権
と
し
て
の
宗
教
の
自
由
が
、
独
立
の
基
本
権
と
し
て
審
査
の
物
差
し
と
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
一
般
的
行
為
自
由
が
審
査
の
物
差
し
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
、
動
物
保
護
に
憲
法
内
在
性
が
要
求
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
儀
礼
畜
殺
問
題
は
、
一
九
九
五
年
の
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
以
来
、
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
上
の
処
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理
を
通
じ
て
片
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
他
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
留
保
な
き
基
本
権
の
対
抗
利
益
に
求
め
ら
れ
る
憲
法
内
在
性

は
、
す
で
に
幾
つ
か
の
方
法
で
迂
回
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

4
　「
動
物
保
護
」
の
法
的
位
置
を
め
ぐ
る
交
錯

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
動
物
保
護
条
項
の
導
入
以
前
に
お
い
て
は
、
動
物
保
護
に
対
す
る
国
民
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
感
情
に
配
慮
し
、
一

般
法
律
上
の
法
的
保
護
に
す
ぎ
な
い
動
物
保
護
を
、
留
保
な
き
基
本
権
と
直
接
対
決
さ
せ
る
こ
と
を
避
け
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
動
物

保
護
法
上
の
規
定
が
違
憲
無
効
と
な
る
よ
う
な
事
態
は
生
じ
な
か
っ
た
。
し
か
し
他
方
で
、
動
物
保
護
法
上
の
規
律
が
、
留
保
な
き
基
本

権
の
直
接
お
よ
び
間
接
の
圧
力
に
よ
っ
て
一
定
程
度
無
力
化
さ
れ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
学
問
の
自
由
と
の
関
係
で
は
、
動
物
保
護
の

た
め
に
敷
か
れ
た
許
認
可
制
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
憲
法
適
合
的
解
釈
の
指
示
に
よ
り
形
式
的
審
査
と
化
し
た
し
、
動
物
に
痛
み
を
与

え
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
対
す
る
過
料
も
州
レ
ベ
ル
の
判
決
で
は
芸
術
の
自
由
に
基
づ
い
て
覆
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
の
自
由
と
の
関
係
で

は
、
宗
教
の
自
由
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
一
般
的
行
為
自
由
に
よ
り
、
儀
礼
畜
殺
の
不
許
可
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
レ
ベ
ル
で
覆
さ
れ
た
。

　

右
の
よ
う
な
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
態
度
は
、
動
物
保
護
を
重
視
す
る
側
か
ら
も
、
基
本
権
制
約
シ
ス
テ
ム
を
重
視
す
る
側
か
ら
も
非
難

を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
「
大
岡
裁
き
」
的
態
度
に
対
す
る
不
満
を
一
挙
に
解
消
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
期

待
さ
れ
た
の
が
、
幾
度
か
の
挫
折
を
乗
り
越
え
て
二
〇
〇
二
年
に
導
入
さ
れ
た
基
本
法
二
〇
ａ
条
の
「
動
物
保
護
」
だ
っ
た
の
で
あ
）
50
（

る
。

㈡　
「
動
物
保
護
」
が
憲
法
化
さ
れ
た
後
の
状
況

　

基
本
法
二
〇
ａ
条
へ
の
「
動
物
保
護
」
条
項
導
入
の
際
に
お
け
る
議
会
レ
ベ
ル
で
の
議
論
に
つ
い
て
は
詳
細
な
検
討
が
あ
る
た
）
51
（

め
、
こ

こ
で
あ
え
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。
本
節
で
は
、「
動
物
保
護
」
が
憲
法
化
さ
れ
た
直
後
の
学
説
が
ど
の
よ
う
な
展
望
を
持
っ
て

い
た
の
か
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
状
況
は
推
移
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
何
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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1
　
二
〇
〇
二
年
導
入
直
後
の
学
説
状
況

　

国
家
目
標
「
動
物
保
護
」
が
導
入
さ
れ
て
す
ぐ
の
諸
論
文
は
、「
動
物
保
護
」
の
明
る
い
未
来
、
そ
れ
に
対
す
る
楽
観
的
な
展
望
を
示

し
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
あ
る
論
者
は
、「
国
家
目
標
『
動
物
保
護
』
の
採
用
は
、
倫
理
的
―
道
徳
的
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、

法
技
術
的
観
点
か
ら
も
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
」
と
い
う
、
正
直
、
法
学
的
観
点
か
ら
は
ト
リ
ビ
ア
ル
な
重
要
性
を
指
摘
し
つ
つ
、「
議

論
の
核
心
点
は
、
一
般
法
律
上
保
護
さ
れ
た
倫
理
的
動
物
保
護
と
、
例
え
ば
学
問
の
自
由
の
よ
う
な
憲
法
の
保
護
の
下
に
あ
る
基
本
的
価

値
と
の
法
的
不
均
衡
で
あ
っ
た
」
と
い
）
52
（
う
。
そ
し
て
、
そ
の
採
用
の
と
り
わ
け
明
ら
か
な
帰
結
は
、
行
政
実
務
や
裁
判
に
お
い
て
、
動
物

保
護
が
今
や
原
理
的
に
同
格
の
憲
法
利
益
と
し
て
宗
教
の
自
由
、
学
問
の
自
由
お
よ
び
芸
術
の
自
由
と
の
衡
量
過
程
に
持
ち
込
ま
れ
る
点

に
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
基
本
権
も
動
物
保
護
も
優
位
原
理
と
は
な
ら
な
い
し
、
職
業
の
自
由
と
の
衝
突
事
例
で
も
、
動
物

保
護
を
単
な
る
公
益
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
は
も
は
や
正
当
で
は
な
い
。
憲
法
ラ
ン
ク
を
備
え
た
動
物
保
護
を
「
優
越
的
に
重
要
な
共
同

体
の
利
益
」
と
し
て
扱
わ
な
い
こ
と
は
説
得
的
で
は
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
畜
殺
事
例
で
も
、
異
議
申
立
人
の
純
粋
に
主

観
的
な
評
価

―
主
務
官
庁
は
こ
れ
を
内
容
的
に
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

―
に
よ
り
動
物
保
護
を
自
動
的
に
退
か
せ
る
よ
う
な
憲

法
適
合
的
解
釈
は
、「
動
物
保
護
」
の
基
本
法
へ
の
導
入
に
よ
り
も
は
や
維
持
し
え
ず
、
基
本
法
二
〇
ａ
条
の
憲
法
上
の
根
拠
は
、
そ
れ

以
降
、
明
ら
か
に
よ
り
多
く
の
重
み
を
動
物
保
護
に
与
え
、
主
務
官
庁
に
包
括
的
な
統
制
権
お
よ
び
統
制
義
務
を
割
り
当
て
て
い
る
と
さ

れ
る
。
ま
た
、
右
で
述
べ
た
動
物
実
験
の
際
の
「
限
定
的
な
説
得
可
能
性
の
統
制
」
に
つ
い
て
も
、
将
来
的
に
は
、
学
問
の
自
由
と
動
物

保
護
と
い
う
二
つ
の
憲
法
的
価
値
の
可
能
な
限
り
調
和
的
な
均
衡
が
探
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
許
認
可
官
庁
は
包
括
的
か
つ
実
体
的
な

審
査
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
）
53
（

る
。
ま
た
、
ほ
ぼ
同
趣
旨
を
述
べ
る
論
者
も
、「
国
家
目
標
『
動
物
保
護
』
の
憲
法
レ
ベ
ル
へ
の

導
入
は
、
将
来
的
に
、
留
保
な
き
基
本
権
の
保
護
領
域
内
に
お
い
て
も
、
動
物
保
護
諸
規
定
の
官
庁
に
よ
る
執
行
や
裁
判
所
の
解
釈
権
限

を
強
化
す
る
だ
ろ
う
」
と
し
て
い
）
54
（

る
。

　

要
す
る
に
こ
れ
ら
の
論
者
は
、
二
〇
〇
二
年
以
前
に
裁
判
所
に
よ
っ
て
引
か
れ
た
、
基
本
権

―
特
に
留
保
な
き
基
本
権

―
と
動
物
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保
護
と
の
均
衡
線
を
、
新
た
に
引
き
直
す
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
法
律
上
の
利
益
に
す
ぎ
な
か
っ
た
「
動

物
保
護
」
が
、
憲
法
上
の
利
益
と
し
て
実
質
的
に
格
上
げ
さ
れ
た
こ
と
（「
公
共
の
福
祉
」
内
で
の
位
置
づ
け
の
変
化
）
を
前
提
と
す
る
。
で

は
、
そ
の
展
望
は
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

2
　
裁
判
所
の
動
向

　

結
論
か
ら
言
え
ば
、
裁
判
所
の
動
向
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。
潜
在
的
に
は
、
正
当
化
さ
れ
な
い
留
保
な
き
基
本
権
へ
の
制
約
の
違
憲

性
が
、
動
物
保
護
の
挿
入
に
よ
っ
て
事
後
的
に
治
癒
さ
れ
た
と
さ
れ
）
55
（
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
違
憲
性
の
治
癒
は
、
憲
法
規
範
に
合
致
し
な

い
下
位
規
範
を
無
効
に
す
る
と
い
う
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
上
位
規
範
で
あ
る
憲
法
規
範
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
可
能

で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
動
物
保
護
が
憲
法
ラ
ン
ク
を
得
た
こ
と
の
効
果
は
、
動
物
保
護
法
上
の
規
律
を
留
保
な
き
基
本
権
に
対
し
て

貫
徹
す
る
こ
と
を
試
み
る
際
に
、
従
来
の
よ
う
な
回
り
く
ど
い
理
由
づ
け
や
疑
わ
し
い
手
法
を
採
用
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
あ

る
。
な
お
問
題
と
し
て
残
る
の
は
、
裁
判
所
が
留
保
な
き
基
本
権
と
動
物
保
護
と
の
間
の
線
を
新
た
に
引
き
直
す
の
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

⑴　

学
問
の
自
由
の
制
約

―
そ
の
後

　

当
初
、
裁
判
所
は
、
ほ
と
ん
ど
基
本
法
改
正
を
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
三
年
の
カ
ッ
セ
ル
上
級
行
政
裁
判
所
判
決

は
、
二
〇
ａ
条
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
申
請
者
の
学
問
の
自
由
の
観
点
か
ら
、
限
定
的
な
説
得
可
能
性
の
統
制
が
、
主
務
官
庁
の
権
限

で
あ
る
と
し
て
い
）
56
（

る
。
他
方
、
同
年
の
ギ
ー
セ
ン
行
政
裁
判
所
決
定
は
、
動
物
保
護
と
い
う
国
家
目
標
の
基
本
法
へ
の
採
用
の
観
点
が
十

分
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
主
務
官
庁
は
学
問
的
な
動
物
実
験
の
領
域
で
も
独
自
の
実
体
的
審
査
権
を
備
え
て
い
る
こ
と
、

特
に
動
物
保
護
法
七
条
三
項
一
号
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
学
問
的
根
拠
を
事
柄
に
即
し
て
審
査
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
判
示

し
）
57
（

た
。
そ
の
上
で
、
主
務
官
庁
が
説
得
可
能
性
の
統
制
し
か
で
き
な
い
と
い
う
見
解
は
、
基
本
法
二
〇
ａ
条
の
下
で
は
、
一
律
に
は
、
も

は
や
維
持
し
え
な
い
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
カ
ッ
セ
ル
上
級
行
政
裁
判
所
決
定
は
、
ギ
ー
セ
ン
行
政
裁
判
所
の
見
解
を
端
的
に
否
定
し
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て
い
）
58
（
る
。

　

⑵　

宗
教
の
自
由
の
制
約

―
そ
の
後

　

儀
礼
畜
殺
事
例
に
つ
い
て
、
基
本
法
改
正
後
も
二
〇
〇
二
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
と
同
様
の
結
論
に
な
る
と
い
う
見
解
が
あ
っ

た
）
59
（
が
、
今
の
と
こ
ろ
そ
の
通
り
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
の
カ
ッ
セ
ル
上
級
行
政
裁
判
所
判
）
60
（
決
は
、
改
正
さ
れ
た
基
本
法
二
〇
ａ
条

が
、
動
物
保
護
法
四
ａ
条
二
項
二
号
の
「
宗
教
団
体
」
の
解
釈
に
変
更
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、
同
号
の
適
用
領
域
を
変
更
す
る
の

は
司
法
で
は
な
く
立
法
者
の
権
限
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
六
年
の
連
邦
行
政
裁
判
所
判
）
61
（
決
も
、
基
本
法
二
〇
ａ
条
が
儀
礼
畜
殺

の
許
認
可
を
不
可
能
に
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

3
　
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
じ
た
の
か
？

　

こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
じ
た
理
由
は
、
幾
つ
か
想
定
さ
れ
う
る
。
結
論
に
異
同
が
生
じ
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
、
二
〇
〇
二
年
以
前
に
お
い
て
も
、
実
際
に
は
基
本
権
制
約
シ
ス
テ
ム
を
相
対
的
に
理
解
し
、「
動
物
保
護
」
の
位
置
づ
け
が

法
律
上
で
あ
れ
、
憲
法
上
で
あ
れ
、
こ
の
程
度
は
動
物
保
護
法
上
の
規
律
を
維
持
し
う
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
線
を
引
い
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
二
〇
〇
二
年
前
後
に
お
い
て
、「
動
物
保
護
」
の
法
的
位
置
づ
け
は
、
実
質
的
な
意
味
で
は
変
わ
っ
て
い

な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
基
本
権
と
「
動
物
保
護
」
と
の
間
で
線
の
引
き
直
し
は
必
要
な
か
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
）
62
（

る
。

　

そ
こ
で
の
問
題
は
、
何
故
、「
動
物
保
護
」
は
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
環
境
保
護
」
は
、「
国
家
」
と
結
び
つ

い
て
も
違
和
感
の
な
い
と
こ
ろ
ま
で
到
達
し
て
い
る
。「
社
会
的
法
治
国
か
ら
社
会
的
・
環
境
的
法
治
国
）
63
（

へ
」
と
い
う
流
れ
は
、「
動
物
保

護
」
に
も
当
て
は
ま
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
可
否
を
判
断
す
る
基
準
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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五　

国
家
目
標
規
定
と
国
家
学

　

こ
の
点
、
ド
イ
ツ
で
は
国
家
学
上
の
議
論
が
参
照
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
）
64
（
る
。
あ
る
憲
法
規
定
が
実
質
的
意
味
の
憲
法
、
す
な
わ
ち

「
国
家
の
根
本
秩
序
に
つ
い
て
の
規
律
」
に
属
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
一
般
的
な
基
準
が
あ
る
か
は
別
と
し
て
も
、
あ
る
国

家
目
標
規
定
が
実
質
的
意
味
の
憲
法
に
属
す
る
か
ど
う
か
は
、
国
家
の
目
的
に
関
す
る
考
察
か
ら
あ
る
程
度
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
す
な
わ
ち
、
国
家
学
上
の
国
家
目
標
を
憲
法
化
し
た
国
家
目
標
規
定
は
、
実
質
的
意
味
の
憲
法
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
基
本
的
国
家
目
標
と
し
て
、（
実
質
的
）
法
治
国
家
性
、
社
会
国
家
性
、
文
化
国
家
性
、
平
和
国
家
性
、

環
境
国
家
性
が
挙
げ
ら
れ
）
65
（

る
。
基
本
権
が
実
質
的
法
治
国
家
性
の
憲
法
上
の
具
体
化
の
一
形
態
だ
と
す
れ
ば
、
正
面
か
ら
そ
れ
に
対
抗
し

う
る
国
家
目
標
規
定
も
そ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
は
自
然
な
帰
結
で
あ
る
。

㈠　

国
家
目
的
と
国
家
目
標

　

ド
イ
ツ
で
国
家
の
目
的
に
関
す
る
議
論
と
い
え
ば
、
国
家
目
的
と
国
家
目
標
に
触
れ
な
い
で
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
メ
ラ
ー
ス
に
よ

れ
ば
、
国
家
目
的
が
国
家
理
論
上
の
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
、
国
家
目
標
は
実
定
憲
法
上
の
概
念
で
あ
）
66
（
る
。
国
家
目
的
は
、
主
に
一
般
国

家
学
に
お
い
て
メ
タ
法
的
正
当
化
連
関
の
構
成
を
す
る
。
国
家
行
為
は
国
家
目
的
の
遂
行
と
い
う
大
義
名
分
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
が
、

反
対
に
そ
の
不
履
行
は
国
家
か
ら
そ
の
正
当
性
を
奪
う
こ
と
に
な
る
。「
国
家
目
的
と
い
う
概
念
が
あ
る
国
家
秩
序
の
正
当
化
を
国
家
理

論
的
に
表
現
す
る
唯
一
の
方
法
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
な
お
一
般
に
国
家
理
論
的
に
把
握
さ
れ
る
限
り
、
正
当
化
の
議
論
は
と
り

わ
け
国
家
目
的
の
使
用
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
」。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
家
目
標
は
「
社
会
全
体
の
秩
序
に
と
っ
て
の
、
実
定
法
上
の
理
想

像
」
で
あ
り
、
こ
の
目
標
は
、
個
々
の
国
家
任
務
の
定
式
化
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
。
国
家
目
標
は
、
国
家
理
論
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
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は
な
く
、
実
定
憲
法
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
。
そ
れ
故
、「
国
家
目
的
が
法
秩
序
を
正
当
化
す
る
の
に
対
し
て
、
国
家
目
標
…
…
が

法
秩
序
か
ら
取
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
家
目
標
…
…
を
国
家
目
的
の
具
体
化
で
あ
る
と
す
る
の
は
正
確
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

㈡　

国
家
目
標
の
国
家
正
当
化
機
能

　

し
か
し
、
国
家
目
的
と
国
家
目
標
を
全
く
切
断
し
て
考
え
る
と
い
う
の
は
、
適
切
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
今
や
国
家
目
的
と
い
う
概

念
す
ら
、
規
範
性
を
持
と
う
と
し
て
い
）
67
（

る
。
お
そ
ら
く
両
者
は
、
規
範
的
意
味
で
も
、
メ
タ
法
的
意
味
で
も
、
国
家
の
目
的
論
的
秩
序
連

関
か
ら
連
続
的
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
結
局
、「
国
家
目
的
が
な
し
う
る
の
は
、
国
家
目
標
と
い
う
中
間
的
な
省
察
の
次
元

に
お
い
て
、
不
変
な
る
も
の
を
変
わ
り
う
る
物
か
ら
区
別
す
る
こ
と
以
上
で
も
以
下
で
も
な
）
68
（

い
」。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
メ
タ

法
的
正
当
化
連
関
を
構
成
す
る
の
は
、
国
家
目
的
だ
け
で
は
な
く
、
部
分
的
に
は
国
家
目
標
も
そ
う
で
あ
る
。
違
い
を
い
う
と
す
れ
ば
、

国
家
目
的
に
挙
げ
ら
れ
る
も
の
の
実
現
に
失
敗
す
れ
ば
即
失
敗
国
家
の
烙
印
を
押
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
国
家
な
い
し
国
法
秩
序
の
メ
タ
法

的
正
当
性
が
失
わ
れ
る
の
に
対
し
、
国
家
目
標
の
実
現
の
失
敗
が
即
失
敗
国
家
の
烙
印
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
国
家
の

メ
タ
法
的
正
当
性
が
か
な
り
低
下
す
る
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
と
い
う
程
度
で
あ
る
。
ま
た
は
、
国
家
目
的
が
捨
て
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
、
国
家
目
標
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
（
そ
の
点
で
は
、
国
家
目
標
は
国
家
目
的
よ
り
も
個
別
具
体
的
で
あ
る
の

で
、
憲
法
上
に
規
定
す
る
こ
と
の
要
請
は
国
家
目
的
よ
り
も
強
い
）。

　

で
は
、「
動
物
保
護
」
は
、
国
家
な
い
し
国
法
秩
序
の
正
当
化
に
何
が
し
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
）
69
（

か
。
そ
う
い
え

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
基
本
権
制
約
の
局
面
で
「
動
物
保
護
」
が
十
分
に

―
何
を
以
っ
て
十
分
と
す
る
か
、
そ
れ
が
問
題
で
あ

る
が

―
基
本
権
に
対
抗
し
え
な
い
理
由
で
あ
る
。
国
家
目
標
規
定
に
な
っ
た
か
ら
国
家
目
標
に
な
る
の
で
は
な
く
、
本
来
的
に
は
、
国

家
目
標
で
あ
る
か
ら
こ
そ
国
家
目
標
規
定
に
な
る
の
で
あ
）
70
（

る
。
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六　

結
び
に
か
え
て

　

国
家
目
標
規
定
の
法
的
機
能
の
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
他
の
憲
法
規
範
と
の
関
係
が
殊
更
重
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
国
家
目
標
規
定

と
基
本
権
と
の
関
係
、
特
に
そ
の
基
本
権
制
約
の
場
面
に
お
け
る
は
た
ら
き
を
み
て
き
た
。
そ
の
関
係
性
の
違
い
か
ら
み
え
て
き
た
の
は
、

現
在
、
国
家
目
標
「
動
物
保
護
」
が
、
社
会
国
家
原
理
や
環
境
保
護
と
同
等
の
重
み
を
有
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
と
い
う
こ
と
で
あ
）
71
（
る
。

　

あ
る
国
家
目
標
規
定
が
、
実
質
的
意
味
の
憲
法
（
国
家
の
根
本
秩
序
に
つ
い
て
の
規
律
）
に
属
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
に
は
、
国

家
学
が
参
照
に
値
す
る
。
と
い
う
の
も
、
国
家
目
標
規
定
は
、
本
来
的
に
国
家
学
上
の
国
家
目
標
を
憲
法
に
規
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
今
日
、
社
会
的
安
全
の
確
保
や
環
境
保
護
は
、
実
質
的
な
人
権
保
障
お
よ
び
人
の
生
存
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
こ
と

が
承
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
動
物
保
護
も
同
様
に
そ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
国
家
学
上
ひ
い
て
は
憲

法
上
の
位
置
づ
け
の
違
い
が
、
基
本
権
と
対
峙
し
た
際
に
決
定
的
な
差
異
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
国
家
目
標
規
定
は
、
基
本
権
を
憲

法
内
在
的
に
制
約
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
実
質
的
に
基
本
権
と
同
等
の
地
位
で
衡
量
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
国
家
目
標
規

定
に
よ
り
異
な
る
。

　

と
は
い
え
、
本
稿
の
射
程
は
、
基
本
権
制
約
局
面
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
国
家
目
標
規
定
の
法
的
機
能
全
体
（
国
家
目
標
の
実
現
を
含

む
）
と
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
十
全
な
機
能
発
揮
の
た
め
に
は
、
①
国
家
目
標
規
定
の
法
的
取
扱
い
へ
の
馴
染
み
や
す
さ
、
②
そ
の
原
理
と

し
て
の
強
さ
、
③
そ
れ
を
下
支
え
す
る
国
家
学
上
の
理
論
の
浸
透
、
④
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
の
蓄
積
、
⑤
さ
ら
に
そ
れ
に
つ
い
て
の
公
衆

の
共
通
了
解
等
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。「
動
物
保
護
」
に
は
、
多
く
の
要
素
が
欠
け
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
き
一
言
す
れ
ば
、
③
お
よ
び
④

の
欠
缺
に
関
し
て
、
動
物
保
護
条
項
の
挿
入
が
違
憲
の
憲
法
改
正
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
た
こ
と
も
、
そ
れ
と
無
関
係
で
は
な
い
。
動
物
保

護
を
基
本
法
の
従
来
の
基
本
思
想
と
整
合
さ
せ
る
理
屈
が
十
分
に
練
ら
れ
て
お
ら
）
72
（

ず
、
そ
の
議
論
の
蓄
積
も
社
会
国
家
原
理
や
環
境
保
護
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と
比
べ
少
な
い
と
い
え
る
。
社
会
国
家
原
理
は
人
権
保
障
を
実
質
化
さ
せ
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
、
環
境
保
護
が
人
間
の
生
存
基
盤
に

と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
動
物
保
護
に
は
ま
だ
そ
の
よ
う
な
理
論
的
基
盤
と
そ
れ
に
対
す
る
共
通
了
解
が

欠
け
て
い
る
。
他
方
で
、
基
本
権
、
特
に
基
本
権
カ
タ
ロ
グ
に
数
え
ら
れ
る
も
の
は
、
特
に
重
要
で
基
本
的
な
権
利
と
し
て
承
認
を
受
け

て
お
り
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
実
体
を
備
え
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
動
物
保
護
条
項
の
機
能
不
全
は
、
そ
の
導
入
以
前

か
ら
の
規
定
路
線
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
い
う
る
。「
動
物
保
護
」
が
基
本
権
と
の
関
係
で
十
分
に

0

0

0

考
慮
さ
れ
る
た
め
に
は
、
従
来
的
な
憲

法
思
想
、
そ
の
核
心
な
る
も
の
と
の
対
話
が
必
要
で
あ
）
73
（
る
。

（
1
）  

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
二
五
号
（
二
〇
〇
六
）
七
二
頁
以
下
で
組
ま
れ
た
特
集
「
憲
法
に
お
け
る
環
境
規
定
の
あ
り
方
」
で
は
、
国
家
目
標
規
定
が

有
力
な
選
択
肢
で
あ
っ
た
。

（
2
）  

例
え
ば
、
岡
田
裕
光
「
ド
イ
ツ
の
国
家
目
標
規
定
に
つ
い
て
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
〇
巻
（
二
〇
〇
〇
）
四
号
三
四
頁
、
小
山
剛
『
基
本
権

の
内
容
形
成
』（
二
〇
〇
四
）
二
六
二
頁
な
ど
。
浅
川
千
尋
『
国
家
目
標
規
定
と
社
会
権

―
動
物
保
護
、
環
境
保
護
を
中
心
に
』（
二
〇
〇
八
）

も
参
照
。

（
3
）  M

ichael Kloepfer, Verfassungsrecht, Bd. I, 1. Aufl. 2011, 

§ 12, Rn. 84.

（
4
）  Karl-Peter Som
m
erm

ann, Staatsziele und Staatszielbestim
m
ungen, 1997, S. 326.

（
5
）  

国
家
目
標
規
定
お
よ
び
国
家
目
標
の
列
挙
に
つ
い
て
は
、Reinhold Zippelius/Thom

as W
ürtenberger, D

eutsches Staatsrecht, 32. 
Aufl. 2008, 

§ 13

を
参
照
。
不
文
の
国
家
目
標
と
し
て
「
文
化
」
が
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
き
以
下
を
参
照
。Som

m
erm

ann, 
Kultur im

 Verfassungsstaat, V
V
D
StRL 65 （2005

）, S. 7.
邦
語
で
は
、
ト
ー
マ
ス
・
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
（
牧
野
忠
則
訳
）「
文
化
（
国
家
）
条

項
を
め
ぐ
る
基
本
法
の
補
充
〔
は
な
さ
れ
る
べ
き
か
〕？
」
北
大
法
学
論
集
三
六
巻
（
一
九
八
五
）
三
号
五
三
一
頁
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ク
レ
プ

フ
ァ
ー
（
三
宅
雄
彦
訳
）「
文
化
は
国
家
目
標
た
り
う
る
か
？
」
比
較
法
学
四
一
巻
（
二
〇
〇
八
）
二
号
二
七
一
頁
。

（
6
）  

国
家
目
的
（Staatszw

eck

）・
国
家
目
標
・
国
家
任
務
（Staatsaufgabe
）
と
い
う
国
家
学
上
の
用
語
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
石
村
修
『
憲
法

国
家
の
実
現
』（
二
〇
〇
六
）
六
四
頁
以
下
。
用
語
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
栗
城
壽
夫
『
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
憲
法
理
論
の
研
究
』（
一
九
九
七
）
三

七
一
頁
。
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（
7
）  

こ
こ
で
は
、
実
質
的
意
味
の
憲
法
を
「
国
家
の
根
本
秩
序
に
つ
い
て
の
規
律
」（
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
〔
第
五
版
〕』（
二
〇
一
一
）
三
頁
）
と

し
て
お
く
。
こ
の
概
念
の
整
理
と
精
確
な
用
語
法
に
つ
い
て
は
、
赤
坂
正
浩
「
憲
法
の
概
念
に
つ
い
て
」
立
教
法
学
八
二
号
（
二
〇
一
一
）
七
四

頁
以
下
を
参
照
。

（
8
）  
清
宮
四
郎
『
憲
法
Ⅰ
』（
一
九
七
九
）
二
頁
。
野
中
俊
彦
ほ
か
『
憲
法
Ⅰ
〔
第
五
版
〕』（
二
〇
一
二
）
八
頁
、
青
木
人
志
『
動
物
の
比
較
法
文

化
』（
二
〇
〇
二
）
一
六
六
頁
以
下
も
参
照
。

（
9
）  H

artm
ut M

aurer, Staatsrecht I, 6. Aufl. 2010, S. 168.

（
10
）  

憲
法
原
理
レ
ベ
ル
の
議
論
で
は
、
基
本
法
制
定
後
の
早
い
時
期
に
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
が
（
実
質
的
）
法
治
国
家
と
社
会
国
家
の
憲
法
上
の
止
揚

不
可
能
性
を
説
い
た
（Ernst Forsthoff, V

V
D
StRL 12 

（1954

）, S. 8 ff.

）。
そ
の
議
論
に
関
す
る
紹
介
と
し
て
、
影
山
日
出
弥
「
社
会
的
法

治
国
家
の
概
念
と
法
的
性
格

―
社
会
的
法
治
国
家
の
法
的
認
識
と
評
価
に
関
す
る
論
議
」
愛
知
大
学
法
経
論
集
三
六
巻
（
一
九
六
一
）
一
一
七

頁
。
現
代
的
観
点
か
ら
、
西
原
博
史
『
自
律
と
保
護
』（
二
〇
〇
九
）
を
参
照
。

（
11
）  Kloepfer （Fn. 3

）, 

§ 11, Rn. 92 ff.

（
12
）  

憲
法
直
接
的
制
約
と
憲
法
間
接
的
制
約
に
つ
い
て
は
、Klaus Stern, 

§ Einleitung, in: ders./Florian Becker 

（H
rsg.

）, G
rundrechte-

Kom
m
entar, 2010, S. 52 f.

（
13
）  Kloepfer （Fn. 3

）, 

§ 12, Rn. 26.

（
14
）  Kloepfer 

（Fn. 3

）, 

§ 12, Rn. 26. Som
m
erm

ann, in: M
ünch/Kunig 

（H
rsg.

）, G
G
K, Bd. 1, 6. Aufl. 2012, Art. 20a, Rn. 48.

所
有

権
の
「
社
会
拘
束
（Sozialpflichtigkeit

）」
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
狂
犬
病
事
件
を
参
照
。

（
15
）  Kloepfer （Fn. 3

）, 

§ 12, Rn. 27.

（
16
）  

社
会
国
家
原
理
の
こ
の
作
用
に
つ
い
て
は
、Rom

an H
erzog, in: M

aunz/D
urig 

（H
rsg.

）, G
rundgesetz Kom

m
entar, 1980, Art. 20, 

Rn. 45.

（
17
）  

ボ
ー
ド
・
ピ
エ
ロ
ー
ト
／
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
リ
ン
ク
（
永
田
秀
樹
ほ
か
訳
）『
現
代
ド
イ
ツ
基
本
権
』（
二
〇
〇
一
）
八
七
頁
以
下
。

（
18
）  BVerfG

E 28, 243 （261

）.

（
19
）  BVerfG

E 81, 278 （292

）.

（
20
）  

ピ
エ
ロ
ー
ト
／
シ
ュ
リ
ン
ク
（
前
掲
注
（
17
））
一
〇
五
頁
以
下
。

（
21
）  

「
基
本
法
の
権
限
規
定
の
実
体
的
内
容
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
肯
定
的
に
立
て
た
の
は
、A

lbert Bleckm
ann, Zum

 m
ateriellrechtlichen G

e-
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halt der Kom
petenzbestim

m
ungen des G

rundgesetzes, D
Ö
V
 1983, S. 129. 

そ
れ
に
対
す
る
直
接
の
批
判
と
し
て
、A

ndreas M
enzel, 

N
ochm

als: Zum
 m

ateriellrechtlichen G
ehalt der Kom

petenzbestim
m
ungen des G

rundgesetzes, D
Ö
V
 1983, S. 805.

さ
ら
に
批
判

的
な
も
の
と
し
て
、M

ichael Selk, Einschränkung von G
rundrechten durch Kom

petenzregelungen?, JuS 1990, S. 895.
（
22
）  Som

m
erm

ann （Fn. 14

）, Art. 20a, Rn. 41, 48.
（
23
）  
小
山
剛
『「
憲
法
上
の
権
利
」
の
作
法
〔
新
版
〕』（
二
〇
一
一
）
六
四
頁
、
ク
ラ
ウ
ス
・
シ
ュ
テ
ル
ン
（
鈴
木
秀
美
ほ
か
編
訳
）『
ド
イ
ツ
憲
法

Ⅱ
』（
二
〇
〇
九
）
二
八
七
頁
以
下
も
参
照
。

（
24
）  BVerfG

E 8, 274 （328f.

）.

（
25
）  BVerfG

E 20, 351 （361

）.

（
26
）  

高
失
業
率
時
に
お
け
る
社
会
サ
ー
ビ
ス
を
確
保
・
維
持
す
る
た
め
に
、
少
な
く
と
も
被
社
会
扶
助
給
付
者
と
同
等
の
水
準
ま
で
賃
金
を
補
塡
す

る
と
同
時
に
、
労
働
場
所
の
確
保
の
た
め
に
、
他
の
同
様
の
仕
事
と
比
し
て
賃
金
水
準
が
高
く
な
り
す
ぎ
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
規
律
。

（
27
）  BVerfG

E 100, 271 （283 f., 285

）.

（
28
）  BVerw

G, U
rteil vom

 27. 6. 1991 （4 B 138/90

）.

（
29
）  A

ndreas Voßkuhle, Bauordnungsrechtliches Verunstaltungsverbot und Baukunst, BayV
Bl. 1995, S. 619 f.

（
30
）  BVerfG

E 128, 1 （37 f.

）.

（
31
）  BVerw

G, Beschluß vom
 13. 4. 1995 （4 B 70/95

）.

（
32
）  BVerw

G, Beschluß vom
 7. 3. 1997 （3 B 173/96

）.

（
33
）  BVerw

G
E 105, 73 

（81

）.

権
限
規
定
を
通
じ
た
動
物
保
護
へ
の
憲
法
ラ
ン
ク
の
付
与
に
否
定
的
な
も
の
と
し
て
、M

ichael Kloepfer, 
Tierversuchsbeschränkungen und Verfassungsrecht, JZ 1986, S. 205 ff.

（
34
）  

改
正
前
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
山
口
和
人
「
動
物
保
護
に
関
す
る
基
本
法
改
正
案
、
連
邦
議
会
で
否
決
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
八
五
号
（
二
〇
〇

〇
）
九
〇
頁
を
参
照
。

（
35
）  

動
物
保
護
法
の
翻
訳
は
、
浦
川
道
太
郎
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
動
物
保
護
法
の
生
成
と
展
開
」
早
大
法
学
七
八
巻
四
号
（
二
〇
〇
三
）
二
〇
五
頁

以
下
に
付
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
訳
も
こ
れ
を
参
考
と
す
る
。

（
36
）  Rico Faller, Staatsziel „Tierschutz

“, 2005, S. 78.

（
37
）  

こ
の
問
題
が
、
国
家
目
標
「
動
物
保
護
」
導
入
の
主
た
る
契
機
の
一
つ
だ
っ
た
（Thom

as Cirsovius, D
er lange W

eg von der qualifi-
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zierten Plausibilitätskontrolle zur m
ateriellen Prüfung tierexperim

enteller Forschungsvorhaben, N
uR 2009, S. 544

）。

（
38
）  V

G
 Berlin, Beschluß vom

 20. 4. 1994 （1 A 232/92

）, N
V
w
Z - Rechtsprechungs- Report 1994, S. 506 ff.

（
39
）  BVerfG, Beschluß vom

 20. 6. 1994 （1 BvL 12/94

）, N
V
w
Z 1994, S. 894 ff.

（
40
）  V

G
 Berlin, U

rteil vom
 7. 12. 1994 （1 A 232/92

）, ZU
R 1995, S. 201 ff.

（
41
）  Faller （Fn. 36

）, S. 82 f.

（
42
）  Faller （Fn. 36

）, S. 83.

（
43
）  V

G
H
 Kassel, Beschluß vom

 29. 12. 1993 （11 TH
 2796/93

）, D
Ö
V
 1994, S. 392 f.

（
44
）  AG

 Kassel, U
rteil vom

 5. 10. 1990 （99 O
W

i 626 Js 15932.8/90

）, N
StZ 1991, S. 443.

（
45
）  LG

 Köln, Beschluß vom
 2. 2. 1989 （104 Q

S 2/89

）, N
uR 1991, S. 42.

（
46
）  

渡
邉
斉
志
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
の
改
正

―
動
物
保
護
に
関
す
る
規
定
の
導
入
」
外
国
の
立
法
二
一
四
号
（
二
〇
〇
二
）
一
七
七
頁

以
下
。

（
47
）  BVerw

G
E 99, 1.

第
一
審
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
で
は
、
動
物
保
護
に
憲
法
ラ
ン
ク
を
与
え
る
た
め
に
、
基
本
法
一
条
一
項
（
個
人
の

尊
厳
）
が
、
控
訴
審
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
で
は
、
そ
れ
に
加
え
て
基
本
法
七
四
条
一
項
二
〇
号
（
競
合
的
立
法
権
限
）
が
引
き
合
い

に
出
さ
れ
て
い
る
。

（
48
）  BVerw

G
E 112, 227.

（
49
）  BVerfG

E 104, 337.

近
藤
敦
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
作
法
に
則
っ
た
屠
殺
の
規
制
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅲ
』

（
二
〇
〇
八
）
二
八
五
頁
以
下
。

（
50
）  

こ
こ
で
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
基
本
権
制
約
シ
ス
テ
ム
に
関
わ
る
動
物
保
護
法
上
の
規
律
の
違
憲
性
の
解
消
は
、
動
物
保
護
の
「
不
足

の
解
消
」
に
必
ず
し
も
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

（
51
）  

こ
れ
ま
で
挙
げ
た
文
献
の
他
に
、
岡
田
俊
幸
「
動
物
保
護
と
憲
法

―
ド
イ
ツ
基
本
法
二
〇
ａ
条
の
改
正
を
め
ぐ
っ
て
」
小
林
弘
明
ほ
か
編

『
東
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
と
環
境
』（
二
〇
〇
五
）
二
〇
七
頁
。

（
52
）  Eva Inés O

bergfell, Ethischer Tierschutz m
it Verfassungsrang, N

JW
 2002, S. 2296 f.

（
53
）  O

bergfell 

（Fn. 52

）, S. 2297 ff. 

二
〇
〇
二
年
以
前
の
文
献
と
し
て
は
、Clem

ens Christoph H
illm

er, Ausw
irkungen einer Staats-

zielbestim
m
ung „Tierschutz

“ im
 G

rundgesetz, insbesondere auf die Forschungsfreiheit, 2000, S. 205.
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（
54
）  Johannes Casper/M

artin G
eissen, D

as neue Staatsziel „Tierschutz

“ in Art. 20a G
G, N

V
w
Z 2002, S. 913.

（
55
）  Faller （Fn. 36

）, S. 129 f.
（
56
）  V

G
H
 Kassel, Beschluß vom

 29. 1. 2003 （11 TG
 3210/02

）, N
uR 2003, 433 f.; Cirsovius （Fn. 37

）, S. 543.
（
57
）  V

G
 G

ießen, U
rteil vom

 13. 8. 2003 （10 E 1409/03

）, N
uR 2004, 64 ff.
（
58
）  V

G
H
 Kassel, Beschluß vom

 16. 6. 2004 （11 U
Z 3040/03

）, juris.

（
59
）  Karl-E. H

ain/Peter U
nruh, N

eue W
ege in der G

rundrechtsdogm
atik?, D

Ö
V
 2003, S. 149 f.

（
60
）  V

G
H
 Kassel, U

rteil vom
 24. 11. 2004 （11 U

E 317/03

）, N
JO

Z 2006, S. 953. V
gl. H

ans-G
eorg Kluge, D

as Schächten als Test-
fall des Staatszieles Tierschutz, N

V
w
Z 2006, S. 650.

（
61
）  BVerw

G, U
rteil vom

 23. 11. 2006 （3 C 30/05

）, N
V
w
Z 2007, S. 461.

（
62
）  

立
法
者
が
動
物
保
護
に
有
利
に
線
を
引
き
直
す
と
い
う
選
択
肢
も
考
え
ら
れ
る
が
、
動
物
保
護
法
上
の
厳
格
な
規
律
を
憲
法
適
合
的
解
釈
に

よ
っ
て
緩
め
た
の
は
裁
判
所
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
線
の
引
き
直
し
の
任
務
を
負
っ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
裁
判
所
で
あ
ろ
う
。

（
63
）  Som

m
erm

ann （Fn. 14
）, Art. 20a, Rn. 14.

（
64
）  V

gl. Som
m
erm

ann （Fn. 4

）, S. 297 ff. 

（
65
）  Som

m
erm

ann （Fn. 4

）, S. 4.

（
66
）  Christoph M

öllers, Staat als Argum
ent, 2. Aufl. 2011, S. 192 f.

（
67
）  

こ
れ
に
つ
い
て
の
紹
介
は
、
小
山
剛
「
陰
画
と
し
て
の
国
家
」
法
学
研
究
八
〇
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
七
）
一
四
三
頁
。
日
本
で
の
最
近
の
議
論

と
し
て
、
工
藤
達
朗
「
国
家
の
目
的
と
活
動
範
囲
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
四
二
号
（
二
〇
一
一
）
八
頁
。
成
立
範
囲
は
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

日
本
で
の
類
似
の
議
論
と
し
て
、
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
の
理
性
』（
二
〇
〇
六
）
一
三
一
頁
以
下
。

（
68
）  Christoph Link, V

V
D
StRL 48 （1990

）, S. 47.

（
69
）  

こ
の
点
、「
健
康
」
や
「
ス
ポ
ー
ツ
」
も
議
論
の
対
象
と
な
る
。「
健
康
」
に
つ
い
て
は
、H

erbert Landau, G
esundheit als Staatsziel?, 

in: Volker Schum
pelick/Bernhard Vogel 

（H
rsg.

）, Volkskrankheiten, 2009, S. 589.

「
ス
ポ
ー
ツ
」
に
つ
い
て
は
、U

do Steiner, D
er 

Sport auf dem
 W

eg ins Verfassungsrecht, SpuRt 1994, S. 2.
邦
語
で
は
、
石
村
修
「
国
家
目
標
と
し
て
の
ス
ポ
ー
ツ
」
専
修
大
学
法
学

研
究
所
紀
要
二
五
号
（
二
〇
〇
〇
）
一
頁
。

（
70
）  

通
常
、
国
家
目
標
規
定
の
導
入
に
際
し
て
は
、
第
一
に
社
会
問
題
の
存
在
と
そ
の
認
識
、
第
二
に
そ
の
問
題
を
国
家
が
解
決
す
べ
き
か
（
国
家
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任
務
か
否
か
）、
第
三
に
そ
れ
を
憲
法
レ
ベ
ル
で
規
律
す
る
か
、
つ
ま
り
一
般
法
律
レ
ベ
ル
の
規
律
で
は
不
十
分
か
（
憲
法
任
務
か
否
か
）、
第
四

に
憲
法
上
の
規
律
方
法
（
例
え
ば
、
基
本
権
か
国
家
目
標
規
定
か
）
が
判
断
さ
れ
る
。「
動
物
保
護
」
の
場
合
に
は
、
各
段
階
に
お
け
る
検
討
が

不
十
分
な
ま
ま
、「
小
さ
な
解
決
」
に
よ
っ
て
第
三
段
階
が
ス
キ
ッ
プ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
71
）  V

gl. Kloepfer （Fn. 3

）, 

§ 12, Rn. 88. 
（
72
）  
両
者
の
関
係
に
つ
き
、
藤
井
康
博
「
動
物
保
護
の
ド
イ
ツ
憲
法
改
正
（
基
本
法
二
〇
ａ
条
）
前
後
の
裁
判
例
」
早
稲
田
法
学
会
誌
六
〇
巻
一
号

（
二
〇
〇
九
）
四
七
三
頁
以
下
を
参
照
。
動
物
の
個
体
保
護
が
人
間
の
尊
厳
に
適
う
の
だ
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
万
人
に
と
っ
て
受
容
可
能
な
も

の
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。

（
73
）  

こ
こ
で
は
、
国
家
目
標
「
動
物
保
護
」
が
、
石
川
の
い
う
「
古
典
劇
の
再
演
」
に
当
た
る
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
石
川
健
治

「
憲
法
改
正
論
と
い
う
デ
ィ
ス
ク
ー
ル

―
Ｗ
Ｇ
提
案
を
読
ん
で
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
二
五
号
（
二
〇
〇
六
）
九
〇
頁
）。
ま
た
異
な
る
文
脈
だ
が
、

「
各
人
の
人
権
の
享
有
お
よ
び
そ
の
主
張
に
対
し
て
、
な
ん
ら
か
の
制
約
が
要
請
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
つ
ね
に
他
人
の
人
権
と
の
関
係

に
お
い
て
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
宮
沢
の
主
張
が
、
こ
こ
で
再
び
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
と
思
わ
れ
る
（
宮
沢
俊
義
『
憲
法
Ⅱ
〔
新

版
〕』（
一
九
七
一
）
二
二
九
頁
以
下
）。石

塚
　
壮
太
郎
（
い
し
づ
か　

そ
う
た
ろ
う
）

所
属
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現
職　

慶
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義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程
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終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

全
国
憲
法
研
究
会
、
憲
法
理
論
研
究
会

専
攻
領
域　
　

憲
法


